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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (百万円) 60,959 72,221 79,665 83,504 90,571

経常利益 (百万円) 7,337 5,017 4,283 5,037 7,240

当期純利益 (百万円) 3,511 3,800 1,274 1,403 3,596

包括利益 (百万円) ― ― ― ― 3,605

純資産額 (百万円) 17,635 22,711 23,004 23,327 15,103

総資産額 (百万円) 38,132 43,362 46,821 46,163 45,716

１株当たり純資産額 (円) 426.33 538.09 545.02 552.68 478.39

１株当たり当期純利益 (円) 84.98 90.59 30.19 33.26 97.02

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 84.18 90.08 ― ― 96.65

自己資本比率 (％) 46.2 52.4 49.1 50.5 33.0

自己資本利益率 (％) 21.8 18.8 5.6 6.1 18.7

株価収益率 (倍) 26.5 6.9 17.1 30.8 11.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,801 456 1,286 7,933 6,923

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,198 △946 △4,373 △1,992 △2,069

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,281 493 3,434 △5,202 △3,443

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 2,971 2,975 3,322 4,061 5,471

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
1,166
（988）

2,361
（410）

2,781
（262）

2,783
（310）

2,792
（401）

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員であり、アルバイト数は(　)内に外数で記載しております。

　　　 ３　第20期および第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (百万円) 58,666 69,560 76,582 78,657 85,090

経常利益 (百万円) 7,156 4,839 4,866 5,943 7,061

当期純利益 (百万円) 3,540 3,875 2,074 2,011 2,919

資本金 (百万円) 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030

発行済株式総数 (株) 47,700,00047,700,00042,800,00042,800,00042,800,000

純資産額 (百万円) 17,622 22,773 23,865 24,796 15,894

総資産額 (百万円) 37,489 42,733 45,901 46,410 45,197

１株当たり純資産額 (円) 426.00 539.54 565.43 587.48 503.46

１株当たり配当額
(内１株当たり中間配当
額)

(円)
10.00
(3.00)

25.00
(10.00)

25.00
(10.00)

28.00
(10.00)

29.00
(10.00)

１株当たり当期純利益 (円) 85.67 92.38 49.14 47.65 78.74

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 84.87 91.86 ― ― 78.44

自己資本比率 (％) 47.0 53.3 52.0 53.4 35.2

自己資本利益率 (％) 22.0 19.2 8.9 8.3 14.3

株価収益率 (倍) 26.3 6.8 10.5 21.5 13.8

配当性向 (％) 11.7 27.1 50.9 58.8 36.8

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
1,114
(980)

2,303
(405)

2,630
(209)

2,617
(201)

2,647
(274)

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

  3/130



(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　平成22年３月期の１株当たり配当額28円（1株当たり中間配当額10円）には、創立20周年記念配当３円を含んでおり

ます。

３　従業員数は就業人員であり、アルバイト数は(　)内に外数で記載しております。

４　第20期および第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。
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２ 【沿革】

 
 

年月 事項

平成元年10月東京都渋谷区神宮前二丁目32番４号に、株式会社ユナイテッドアローズを資本金5,000

万円をもって設立

11月 パリの人気ブティック「マリナ・ド・ブルボン」の日本国内でのショップ展開に関す

る運営管理全般の代行業務を開始、東京都渋谷区(神宮前二丁目)に第１号店をオープン

(平成７年３月に終了)

平成２年７月 東京都渋谷区(神宮前六丁目)に、ユナイテッドアローズ（以下、ＵＡ）第１号店渋谷店

をオープン

平成４年10月フラッグシップ・ショップとして、東京都渋谷区(神宮前三丁目)に原宿本店をオープン

するとともに、本店・本社を同所に移転

平成10年４月株式額面金額を50,000円から500円に変更するため、株式会社エスレフルと合併

７月 東京都渋谷区(神宮前三丁目)に本社ビルを竣工、本社を移転

平成11年７月日本証券業協会（現ジャスダック）に株式を店頭登録

９月 「グリーンレーベル リラクシング（以下、ＧＬＲ）」業態の本格出店となるＧＬＲ新

宿店を東京都新宿区(新宿三丁目)「ルミネ新宿２」内にオープン

12月 ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ ＴＯＫＹＯを東京都港区(南青山一丁目)にオープンし、

「クロムハーツ（以下、ＣＨ）」業態の本格展開を開始

平成13年２月分散している本社機能を集約するため、本社所在地を神宮前二丁目に移転

平成14年３月東京証券取引所　市場第二部に株式を上場

平成15年３月東京証券取引所　市場第一部銘柄に指定

９月 ＵＡ業態の旗艦店である、ＵＡ原宿本店を増床し、リニューアルオープン

 店舗数が50店舗を越える

平成17年11月

 

平成19年３月

８月

 

８月

イタリア製の鞄等の輸入、卸売および販売を主たる業とする株式会社フィーゴの全株式

を買い取り子会社化

店舗数が100店舗を超える

女性向け衣料品および身の回り品の企画および小売を主たる事業とする子会社、株式会

社ペレニアル ユナイテッドアローズを設立

三菱商事株式会社との資本・業務提携に合意

平成20年５月

平成22年12月

平成23年３月

 

衣料品および身の回り品の小売を主たる事業とする子会社、株式会社コーエンを設立

株式会社ペレニアル ユナイテッドアローズを清算結了

株式会社ユナイテッドアローズの期末店舗数が162店舗、株式会社フィーゴの期末店舗

数が11店舗、株式会社コーエンの期末店舗数が34店舗となる
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社と２社の連結子会社（㈱フィーゴ、㈱コーエン）の計３社で構成されており、紳士服・

婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・仕入および販売を主たる業務としております。

当社は、新しい日本の生活・文化の規範となる価値観を創造提案していく専門店を目指して設立されました。平

成23年３月末現在「ユナイテッドアローズ」、「グリーンレーベル リラクシング」、「クロムハーツ」の主力３

業態と５つの小型事業（「アナザーエディション」「ジュエルチェンジズ」「オデット エ オディール ユナイ

テッドアローズ」「ドゥロワー」「ジ エアポート ストア ユナイテッドアローズ」「アーキペラゴ ユナイテッ

ドアローズ」）を有しており、期末店舗数は162店舗となっております。

連結子会社である株式会社フィーゴは、主にヨーロッパからの高品質な鞄・靴等の輸入、卸売および小売を主た

る業務としており、期末店舗数は11店舗となっております。同じく連結子会社である株式会社コーエンは、衣料品

および身の回り品の小売を主たる業務として平成20年５月に設立し、期末店舗数は34店舗となっております。

なお、連結子会社であった株式会社ペレニアルユナイテッドアローズ（決算月：１月、以下「ペレニアル」）に

つきましては、平成22年４月23日に解散することを決議いたしました。平成22年９月末までに全店舗を閉店し、ペ

レニアルも平成22年12月をもって清算結了いたしました。

 

 

既に出店をしております各業態、事業のコンセプト等は以下のとおりとなります。

なお、＊印の業態、事業は、女性のお客様を主なターゲットとして展開しております。

◆株式会社ユナイテッドアローズ

ユナイテッドアローズ
（以下、「ＵＡ」と言い
ます。）

  

 
ユナイテッドアロー
ズ　総合店

 
同一店内で「ユナイテッドアローズ」と「ビューティ＆ユース ユナイテッド
アローズ」を展開しております。

 
ユナイテッドアロー
ズ

 
メンズ・ウィメンズのドレスラインを核に、豊かさ、上質さ、クラス感を表現
した大人軸のフルラインストアを展開しております。

 
ビューティ＆ユース
ユナイテッドアロー
ズ

 
メンズ・ウィメンズのカジュアルラインを核に、ドレス商材も付加し、こだ
わりを感じる世界観で貫かれたフルラインストアを展開しております。

 
ＵＡレーベルイメー
ジストア

 
ＵＡ各店で取り扱うオリジナルブランドおよび仕入ブランドのイメージ向
上を担うストアです。「ザ・ソブリンハウス」「ディストリクト ユナイ
テッドアローズ」の２事業を展開しております。

グリーンレーベル　
リラクシング
（以下、「ＧＬＲ」と言
います。）

 
メンズ・ウィメンズを問わず、ビジネス向けのスーツからカジュアル衣服、
さらにはキッズ・生活雑貨等の商品を取り揃えております。

クロムハーツ
（以下、「ＣＨ」と言い
ます。）

 
米国クロムハーツ社の「ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ」ブランドの商品のみ
を取り扱うブランドショップ。アクセサリー全般からレザーウェア・バッグ
・各種小物等、幅広いアイテムを取り揃えております。

アナザーエディション ＊
レディースヤング・キャリア・ヤングミセスを対象として、オリジナルレー
ベル「Ａｎｏｔｈｅｒ Ｅｄｉｔｉｏｎ」を中心に、旬な洋服・アイテム等
を取り揃えております。

ジュエルチェンジズ ＊
女性が女性であることを楽しめて輝ける、洗練された女性らしさと時代感を
大切にした衣料品・服飾雑貨を取り揃えております。

オデット エ オディー
ル ユナイテッドアロー
ズ

＊
20代半ば以上の女性を対象として、シューズのオリジナルレーベル「Ｏｄｅｔ
ｔｅ　é　Ｏｄｉｌｅ」「ＰＥＰＩＴＡ　Ｄ'ＯＲＯ」を中心に、バッグ・雑貨
等を取り揃えております。
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ドゥロワー ＊
オリジナルレーベル「ＤＲＡＷＥＲ」を中心に、世代間を超えた女性（母
娘）に向けて、“モードを取り入れ、上質で洗練されたスタンダード”な衣
服・アイテムを取り揃えております。

 
アーキペラゴ
ユナイテッドアローズ
 

 

「アナザーエディション」「ジュエルチェンジズ」「オデット エ オ
ディール ユナイテッドアローズ」卸展開ブランド「ロッタラブ」の４つの
ウィメンズブランドを展開する複合店。各ブランドのテイストを表現しなが
らも幅広いテイストミックス、再編集することで「商品を選ぶ楽しさ」「新
しいミックススタイル」を提案しております。

ジ エアポート ストア
ユナイテッドアローズ

 
複数の業態からセレクトした商品と、空港限定オリジナル企画商品をミック
ス編集し、「トラベル」「ビジネス」「デイリー」「ギフト」の４つ
のテーマから、楽しい旅のサポートをしております。

 
※株式会社ＵＡにおける以下の６事業につきましては、「スモールビジネスユニット」（Ｓ.Ｂ.Ｕ.）」として取りまとめて表記し
ております。「アナザーエディション」「ジュエルチェンジズ」「オデット エ オディール ユナイテッドアローズ」「ドゥロ
ワー」「アーキペラゴ ユナイテッドアローズ」「ジ エアポート ストア ユナイテッドアローズ」

 

◆株式会社フィーゴ

フェリージ  
1973年にイタリアで設立された、バッグをメインとしたブランドであるフェ
リージの商品を中心に取り扱っております。

 

◆株式会社コーエン

コーエン  
値頃感がありつつ、ファッション感度の高いマーケットに向け、メンズ・
ウィメンズのカジュアルウエアをメインに展開。平成20年10月より主に準都
市部・郊外の商業施設に出店を行っております。
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事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内
容

議決権の所
有割合又は
被所有割合

関係内容

（連結子会社）      

株式会社フィーゴ 東京都港区 40

イタリア製、鞄等の

輸入、卸売および販

売

100.0％

当該会社

から商品

を仕入れ

ておりま

す。

役員の兼

任３名

（連結子会社）      

株式会社コーエン 東京都港区 100
衣料品および身の

回り品の小売
100.0％

役員の兼

任３名

 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(名) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2,792(401)

(注) １　当社グループは紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を行っている単一セグメント・単一事業

部門であるため、グループ全体での従業員数を記載しております。

２　従業員数は就業人員であり、特別従業員120名を含んでおります。アルバイト数は(　)内に外数で記載しております。

３　特別従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者に対し、勤務時

間等を個別に取り決めた従業員をいいます。

 

(2) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(千円)

　　2,647(274) 　　30.0歳 　    4.5年 　4,371

(注) １　当社は紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を行っている単一セグメント・単一事業部門であ

るため、全社合計での従業員数を記載しております。

２　平均年間給与(税込み)は、基準外賃金および賞与を含んでおります。

３　従業員数は就業人員であり、特別従業員120名を含んでおります。アルバイト数は(　)内に外数で記載しております。

４　特別従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者に対し、勤務時

間等を個別に取り決めた従業員をいいます。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の売上高、販売実績、仕入実

績等の金額には消費税等は含まれておりません。

 

１【業績等の概要】

(1)業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種経済政策の効果、企業収益の回復など、景気は持ち

直しつつあるものの、円高傾向の継続、厳しい雇用情勢、海外景気の下振れ懸念に加え、東日本大震災の影響など、依

然として厳しい状況にあります。

当社グループの属する衣料品小売業界におきましても、消費者の生活防衛意識は引き続き高く、低価格志向や慎重

な消費傾向が継続したことに加え、記録的な猛暑、12月上旬の温暖な気候、東日本大震災の影響による売上減少など、

引き続き厳しい環境が継続しております。

 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、「持続可能な収益体質を確立し、次の再成長へ向けた足場

を固める」という経営方針のもと、構成する各会社および事業ごとの成長ステージに応じた施策および出店を実施

することで、企業価値の向上に努めてまいりました。

株式会社ユナイテッドアローズでは、３つの重点課題への取り組みを着実に推進いたしました。

①「基本販売政策の再徹底」と「商品・販売部門の連携強化」による、強固な店舗運営体制の構築とさらなるお

客様満足極大化の推進

※「基本販売政策」とは、豊富な知識と確かな技術を持つ販売員による販売活動と、店舗環境やCRM活動といっ

た店舗による販売活動を体系化したものです。

②「商品プラットフォームの完成および活用推進」と、その上に乗せる「最適なMDバランスを伴う基本商品政策

の再徹底」による、さらなる収益性向上

※当社では、「MDプラットフォーム」と「生産プラットフォーム」を合わせて「商品プラットフォーム」と定

義し、商品の調達・生産～投入～消化活動の土台となる考え方として推進しています。

※「基本商品政策」とは、品ぞろえや商品開発理念といったファッションビジネスの根幹を成す考え方を定

義し体系化したものです。

③「あるべき業務の標準化」と「正しい運用の再徹底」による、さらなる生産性向上とお客様最適の組織・運営

体制の構築

①では、基本販売政策に基づき、ロールプレイングなどの店頭OJT活動を継続し、地道な接客力・販売力の強化を行

なったほか、店長研修の実施による店舗マネジメントを強化いたしました。また、販売部門からの商品に関する要望

を品ぞろえや商品企画に反映させる体制を強化するなど、商品・販売部門が連携した取り組みを強化いたしました。

②では、商品プラットフォームの活用と定着を図るために、引き続き、全社ベースでの仕入、売上、粗利、在庫などの

重要業績指標のモニタリングや分析を強化するとともに、業務のマニュアル化やスケジュールの可視化を推進いた

しました。

③では、部署間の業務精度の向上を目的に、優先順位を付けた10数項目の部署間の課題に対して、業務プロセスや

ルールの見直しなど個別の検討を実施いたしました。また、店舗運営の生産性向上のために、店舗における業務の負

荷要因の洗い出しを行ない、個別検討を行なったほか、一部店舗にレイバーコントロールシステム（生産性管理シス

テム）をテスト導入いたしました。

出退店につきましては、当連結会計年度においてユナイテッドアローズ業態が６店舗の出店、４店舗の退店、グ

リーンレーベル リラクシング業態が６店舗の出店、クロムハーツ業態が１店舗の出店、スモールビジネスユニット
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およびＵＡラボがキャス・キッドソン事業（６店舗）の運営終了、時しらず（１店舗）の事業撤退を含み、８店舗の

出店、８店舗の退店、アウトレットが２店舗の出店、２店舗の退店を実施し、当連結会計年度末の小売店舗数は147店

舗、アウトレットを含む総店舗数は162店舗となりました。

連結子会社の株式会社フィーゴでは、直営小売店舗や卸販売が苦戦したものの、ネット通販の売上が堅調に推移し

ました。出退店では、直営１店舗を出店、紳士靴事業コルテの終了により１店舗を退店し、当連結会計年度末の店舗数

は11店舗となりました。

連結子会社の株式会社コーエン（決算月：１月）では、中期の成長けん引業態と位置付け、積極的な出店を実施し

ており、都市部の新規店舗が好調なことに加え、ネット通販が堅調に推移いたしました。出退店では、当連結会計年度

において８店舗の出店を実施し、当連結会計年度末（平成23年１月末）の店舗数は34店舗となりました。

連結子会社の株式会社ペレニアルユナイテッドアローズ（決算月：１月、以下「ペレニアル」）につきましては、

当連結会計年度において１店舗を出店し合計７店舗となったものの、平成22年４月23日、ペレニアルを解散すること

について決議しており、平成22年９月末までに全店舗を閉店し、ペレニアルも平成22年12月をもって清算結了いたし

ました。

 

以上の結果、当連結会計年度の売上高につきましては、主に単体において、主力業態であるユナイテッドアローズ

業態やグリーンレーベル リラクシング業態を中心に、小売既存店の売上高が回復し、90,571百万円（前期比8.5％

増）となりました。売上総利益につきましては、48,001百万円（前期比12.0％増）となり、売上総利益率53.0％（前

期比1.7ポイント増）となりました。これは主に単体において、商品プラットフォームの活用推進に伴う商品の調達

・生産～投入～消化活動の業務精度が向上し、レギュラー店およびアウトレット店の売上総利益率が改善したこと

によるものです。販売費及び一般管理費につきましては、広告出稿費やカタログ制作費の増加、自社オンラインサイ

トの１周年記念販促、新店販促の強化などの積極的な施策の実施により宣伝販促費が増加いたしましたが、コスト効

率を高めたことにより、前期比7.1％増と売上高の伸びを下回り、40,617百万円となりました。

以上により、当連結会計年度の営業利益は7,384百万円（前期比49.4％増）、経常利益は7,240百万円（前期比

43.7％増）となりました。また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として921百万円、店舗の移転、改装、退店

などに伴う減損損失408百万円など、合計1,417百万円を特別損失に計上いたしましたが、ペレニアルの清算結了に伴

い、単体の貸倒損失が確定したことにより、前期に計上していた繰延税金資産を取り崩すこととなったため、実効法

人税率が下がり、当期純利益3,596百万円（前期比156.2％増）となりました。

 

 

（不当景品類及び不当表示防止法に基づく消費者庁の措置命令について）

当社は、平成18年10月から平成22年８月の間に販売した21件（38商品）について、不当景品類及び不当表示防止法

第４条第１項第３号（不当な原産国表示）の規定に違反する事実が認められたとして、平成23年３月24日付けで消

費者庁より措置命令を受けました。当社はこれまで誤表示撲滅をめざして、仕入れ先様への原産国証明書の提出や社

内の検査体制強化などの施策を行ってまいりましたが、こうした施策を講じていても誤表示発生を防止することが

できなかったため、平成22年４月以降、①物流倉庫での最終確認、②原産国証明書の提出を義務付けるなどの仕入管

理規程の改訂、③仕入れ先様への説明会の実施の３つの施策を追加し、管理強化の徹底を行なっております。その結

果、平成22年10月以降、原産国および品質誤表示による販売事例は極小化しております。当社は今回の措置命令を真

摯に受け止め、今後さまざまな再発防止策で品質管理に努め、再びこのような問題を起こさないよう全社を挙げて取

り組む所存です。

 

 

(2)キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,410百万
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円増加し、当連結会計年度末には、5,471百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は6,923百万円（前連結会計年度比12.7％減）となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益5,928百万円、売上債権の減少額772百万円、たな卸資産の減少額

1,036百万円及び減価償却費1,372百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額477百万円、店舗閉鎖損失

引当金の減少額418百万円および法人税等の支払額3,133百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は2,069百万円（前連結会計年度比3.9％増）となりました。

これは、主に新規出店および改装等に伴う有形固定資産の取得1,809百万円および長期前払費用の取得による

支出154百万円等があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は3,443百万円（前連結会計年度比33.8％減）となりました。

これは、短期借入金の純増加額が10,560百万円あった一方、長期借入金の返済による支出2,176百万円、配当金

の支払額1,179百万円、自己株式の取得による支出10,700百万円等があったこと等によるものであります。
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２ 【販売及び仕入の状況】

(1) 販売実績

当社グループは、一般消費者を対象とした、店頭での紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の販売を主た

る業務としております。取扱商品は多岐にわたっておりますが、トレンドを見極めた上で国内外からセレクトして

仕入れる調達商品と、市場の動向をタイムリーに反映できる自主企画商品とを組み合わせることにより、幅広いア

イテムを多様なテイストで提案しております。

当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。

商品別販売実績

 

商品別
当連結会計年度

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

前年同期比(％)

メンズ(百万円) 27,814 107.6

ウイメンズ(百万円) 35,037 110.2

シルバー＆レザー(百万円) 6,295 120.0

雑貨等(百万円) 4,405 98.2

その他(百万円) 17,019 105.6

合計(百万円) 90,571 108.5

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 
２ シルバー＆レザーとは「ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ」ブランドの銀製装飾品および皮革製ウエアであ

ります。

 ３ 数量については、商品内容が多岐にわたり、その表示が困難なため記載を省略しております。

 ４ 「その他」には、アウトレット、催事販売、連結子会社の売上が含まれております。

 

 

(2) 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。

 

商品別
当連結会計年度

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

前年同期比(％)

メンズ(百万円) 15,521 102.7

ウイメンズ(百万円) 19,319 111.0

シルバー＆レザー(百万円) 3,148 140.8

その他(百万円) 4,063 90.2

合計(百万円) 42,053 107.1

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 ２ 雑貨等および連結子会社の仕入実績については、金額的重要性が低いため「その他」に含めて表示して

おります。
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３【対処すべき課題】

（中期的な課題）

当社の中期的な事業戦略については、「チャネル戦略」と「ブランド・エクイティ増殖戦略」の推進により、既

存事業の成長と新規事業の開発を目指してまいります。

 

①顧客との接点を拡大する「チャネル戦略」

　当社はこれまでファッションビルと路面店を中心に出店を行なってまいりました。今後は、これらの出店に加え

て、駅ナカ、高速道路のサービスエリアや空港などの多様化する交通チャネル、変革著しい百貨店への出店、そして成

長拡大が続くネット通販を継続強化するとともに、テレビ通販も強化し

てまいります。

 

②ブランド・エクイティを活用する「ブランド・エクイティ増殖戦略」

　平成２年７月の「ユナイテッドアローズ」第１号店渋谷店のオープンから今日に至るまで、店頭において顧客と

のコミュニケーションを愚直に重ねることにより積み上げてきたブランド・エクイティを活用し、今後はファッ

ション分野だけでなく衣食住にわたるライフスタイル型ライセンス事業と海外への出店の本格的な検討を開始する

とともに、既存事業のフランチャイズ出店の展開も行なってまいります。

　　既存事業の成長戦略と新規事業開発戦略に加えて、これらの戦略を実行することが、当社グループの中期的な企業

価値の向上につながるものであると考えております。

 

（本年度の課題）

平成24年３月期の経営方針は、「商品・販売・宣伝部門の連携の徹底強化と、メリハリの利いたコストコント

ロールによって、さらに収益性を高め、連結経常利益の過去最高益の更新（平成18年３月期の連結経常利益7,639

百万円）」を掲げております。

また、「商品・販売・宣伝部門の連携サイクルの強化」と「生産性の向上とメリハリの利いたコストコント

ロール」の２つを重点取組課題に設定し、全社一丸となり取り組んでまいります。

 

①商品・販売・宣伝部門の連携サイクルの強化

商品部門においては、顧客の買上向上につながる商品開発を強化し、商品精度の向上を図るとともに、販売・宣

伝部門と連携し、戦略的な商品調達および安定供給を徹底することにより商品の消化率の向上を目指します。

販売部門においては、接客・サービス力の継続強化により既存顧客の期待に応え続けるとともに、陳列装飾の精

度向上に注力することにより買上客数の向上を目指します。

宣伝部門においては、ソーシャルメディアとマスメディアを戦略的に使い分け、既存顧客のリピート化を促進す

ることで入店客数の向上を目指します。

　商品・販売・宣伝部門の連携サイクルは、当社の競争力を生み出す基本的な業務でもあります。これらの連携

サイクルの徹底強化と精度向上を図ることで収益向上につなげてまいります。

 

②生産性の向上とメリハリの利いたコストコントロール

関連する部署間の連携強化と各業務の業務改善により生産性の向上に注力するほか、収益に応じたコストコン

トロールをきめ細かに行うことにより収益性を高めてまいります。また、商品の消化施策の計画精度を高めること

により消化を促進し、たな卸資産の効率改善を推進いたします。

　

（会社の支配に関する基本方針）
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１．基本方針の内容

　当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これ

を否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じるか否かの判

断は最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。

　しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株

主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や

情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値および株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありませ

ん。

　特に当社にとっては、高いストアロイヤルティの維持が経営上極めて重要であり、当社の中期的な企業価値の向上

とともに、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。これらが当社の株式の買付を行う者により中

長期的に確保され、向上させられるものでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることにな

ります。

　当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務および事

業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当な対抗を

することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

　

２．基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、中期的な事業戦略として、昨年から掲げております「チャネル戦略」と「ブランド・エクイティ増殖戦

略」によって、既存事業の成長と新規事業の開発を目指してまいります。

①　顧客との接点を拡大する「チャネル戦略」

　当社はこれまでファッションビルと路面店を中心に出店を行なってまいりました。今後は、これらの出店に加えて、

駅ナカ、高速道路のサービスエリアや空港等の多様化する交通チャネル、変革著しい百貨店への出店、そして成長拡

大が続くネット通販を継続強化するとともに、テレビ通販も強化してまいります。

② ブランド・エクイティを活用する「ブランド・エクイティ増殖戦略」

　平成２年７月の「ユナイテッドアローズ」第1号店渋谷店のオープンから今日に至るまで、店頭において顧客との

コミュニケーションを愚直に重ねることにより積み上げてきたブランド・エクイティを活用し、今後はファッショ

ン分野だけでなく、衣食住にわたるライフスタイル型ライセンス事業の展開と海外への出店の本格的な検討を開始

するとともに、既存事業のフランチャイズ出店の検討も行なってまいります。

　

　既存事業の成長戦略と新規事業開発戦略に加えて、これらの戦略を実行することが、当社グループの中期的な企業

価値ひいては株主共同の利益の確保、向上に繋がるものであると考えております。

　

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　当社は、平成23年５月11日の当社取締役会及び平成23年６月23日開催の当社定時株主総会の決議に基づき、当社株

式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を導入しております。

本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切な者によって当社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、

当社株券等に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆

様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために

交渉を行うこと等を可能とすることを目的とするものです。
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  本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記

の目的を実現するために必要な手続を定めています。買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において

本プランを発動しない旨が決定された場合に、それ以降に限り当社株券等の大量買付を行なうことができるものと

されています。

  当社は、本プランにおける対抗措置の発動の判断については、取締役会の恣意的判断を排するため、当社経営陣か

ら独立した当社社外監査役等のみから構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。

買収者は、買付等に先立ち、買付等の内容の検討に必要な所定の情報を提供することが求められます。また、独立委員

会は、当社取締役会に対しても、買収者の買付等の内容に対する意見や根拠資料、代替案等の情報を提供するよう要

求することができ、買付等の内容や当社取締役会の代替案等の検討、買収者との協議・交渉等を行います。

買収者が本プランにおいて定められた手続に従わない場合や、当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たすと判断する

場合には、当社取締役会に対して、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が原則

として買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、

その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てる対抗措置の発動を

勧告します。当社取締役会は、当該勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当ての実施または不実施等に関する

決議を行います。また、当社取締役会は、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、新株予約権無償割当ての実施

に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

本プランに従って新株予約権無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外の株主の皆

様に当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があ

ります。

  本プランの有効期間は、原則として、平成23年６月23日開催の当社定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。

 

４．具体的取組みについての当社取締役会の判断およびその理由

  当社の既存事業の成長戦略と新規事業開発戦略に加えた中期的な事業戦略の実行は、当社の中期的な企業価値ひ

いては株主共同の利益を確保、向上のための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。

  また、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的とするものであり、当社の基本

方針に沿うものです。特に、本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する

指針」の定める三原則を充足していること、平成23年６月23日開催の当社定時株主総会において株主の皆様の承認

を得ていること、一定の場合に株主総会を招集し本プランの発動の是非について株主の皆様の意思を確認できるこ

ととしていること、その有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付されていること等株主意思を重視

するものであること、本プランの発動に際しての実質的な判断は、独立性を有する社外監査役等のみから構成される

独立委員会により行われること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者専門家等の助言を受けることができる

ものとされていることなど、その判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組となっていること等により、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、株主の共同の利益を損なうものでないとともに、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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４ 【事業等のリスク】

　　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①商品企画・商品開発に関するリスク

当社グループはお客様の嗜好（ニーズ）や時代変化に対応すべく国内外のマーケットより情報収集に努

め、商品調達、商品企画ならびに商品開発に注力しております。しかしながら、お客様の嗜好（ニーズ）や

ファッション・マーケットトレンドが短期的かつ急激に変化する傾向にもあるため、当社グループがそれら

の趣向や時代対応に遅延または対応できなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

また、当社グループでは、多数の知的財産権を保有しており権利の保全に努めておりますが、第三者による

当社グループに関係する権利に対する違法な侵害等によって当社グループの事業活動を阻害し、かつ、ブラン

ドイメージの失墜等の悪影響を与える可能性があります。

②品質に関わるリスク

検品の不備により、商品に針等危険物が混入しお客様に被害が生じた場合、当社グループへの信頼感が低下

し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、不適切な表示により関係諸法令に抵触した場合、ブランドイメージの低下に繋がる可能性がありま

す。なお、当社は過去に、公正取引委員会及び消費者庁より景品表示法違反として行政処分を受けており、再度

同様の行政処分を受けた場合、社会的信用は失墜し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

③人材に関するリスク

当社グループの事業については、今後とも業容拡大に応じて継続した人材の確保と人材の育成が必要と考え

ております。現時点では、重大な支障はないものの、今後他社との人材獲得競争が激化し、かつ、少子化等により

人材の絶対数が急激に減少した場合には、優秀な人材の獲得が困難になり、また、人材が外部に流出する可能性

があり、販売力で差別化を図ってきた当社グループの店舗運営ならびに業容の拡大に支障をきたす場合があり

ます。

④取引先等に関するリスク

当社グループの展開店舗の多くがショッピングセンター等の商業施設の賃借物件のため、店舗賃貸人また

は商業施設の財政状態等によっては債権の一部および出店に際して差し入れる保証金を回収できず、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループにとって、重要かつ特有な影響を及ぼす仕入先や

生産委託先が倒産した場合、商品納入の遅延または不能が起こる可能性があり、同様に業績に影響を及ぼす可

能性があります。

さらには、クロムハーツ社製製品の取扱に関して、クロムハーツジャパン有限会社とライセンス契約を締結

しております。契約期間は長期複数年度にわたるものでありますが、万が一契約延長等の措置が取られない場

合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤事業を取り巻く変化及び消費者ニーズの変化に伴うリスク

当社グループは日本国内のみでの店舗展開を行っているため、日本経済の停滞による消費動向の低迷、人口

動態等による消費動向の変動、さらには、市場のグローバル化や新規参入の企業による他社との競合の激化等

の影響によって、売上状況が左右される可能性があります。

また、海外進出を果たした際には、現地における景気変動、政治的・社会的混乱、法規制等の変更、または自然

災害や伝染病等によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥情報管理に関するリスク

店舗において多くの顧客データを取扱うため、その取扱には十分に留意しておりますが、万が一、個人情報
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の漏洩等が起きた場合には、当社グループのブランドイメージ失墜による業績への影響が発生する可能性が

あります。

⑦自然災害・大規模事故等に関するリスク

当社グループでは、アジアを中心に広く世界各国で生産された商品を仕入れております。各国の政治情勢

や景気変動及び急激な為替レートの変動、戦争やテロ、自然災害等が発生した場合には商品調達に支障を来

たし、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの店舗は大都市に集中して出店しており、商品の物流拠点や本部機能は首都圏に集中

しております。これら地域において、大規模災害や事故等が発生した場合には、当社の事業運営に支障を来た

し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

 

６【研究開発活動】

特記事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態

(イ)　資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、2.5％減少し、28,342百万円となりました。

これは、現金及び預金が1,466百万円増加した一方、在庫消化が順調に進んだこと等により商品が1,013百万

円、未収入金が701百万円、連結子会社であったペレニアルユナイテッドアローズの清算結了等により繰延税金

資産が404百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度に比べて、1.6％増加し、17,373百万円となりました。

これは、主としてのれんの償却等により無形固定資産が296百万円、退店等に伴う差入保証金の返還等により

投資その他の資産が109百万円それぞれ減少した一方、出店及び資産除去債務に関する会計基準の適用等により

有形固定資産が686百万円増加したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、45,716百万円となりました。

(ロ)　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、41.6％増加し、27,484百万円となりました。

これは、主として支払手形及び買掛金が477百万円、未払法人税等が1,130百万円それぞれ減少したものの、短

期借入金が10,560百万円増加したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度に比べて、8.8％減少し、3,128百万円となりました。

これは、主として資産除去債務が1,791百万円増加した一方、長期借入金が返済により2,094百万円減少したこ

と等によるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて34.1％増加し、30,613百万円となりました。

(ハ)　純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、35.3％減少し、15,103百万円となりました。

主な要因は、利益剰余金が2,394百万円増加したものの、自己株式が10,628百万円増加したこと等によるもの

であります。

 

(2) 経営成績

　「１　業績等の概要　(1)業績」をご参照ください。
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第３ 【設備の状況】

当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含

まれておりません。

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中の主な設備投資といたしましては、新規出店投資等として、ユナイテッドアローズ（ＵＡ）

業態では大丸神戸ウィメンズストア店、Ｂ＆Ｙ博多店、Ｂ＆Ｙ吉祥寺店を、グリーンレーベル リラクシング（Ｇ

ＬＲ）業態では 二子玉川ライズ店、たまプラーザテラス店、ららぽーと豊洲店、アミュプラザ博多店を、クロム

ハーツでは銀座店を、チャネル開発では成田空港第２ターミナル店、羽田空港第２ターミナル店、関西空港店を、

ジュエルチェンジズでは有楽町店を、オデットエオディールでは博多店、大宮店を出店しております。

また、既存店改装投資等につきましてもユナイテッドアローズ（ＵＡ）業態では池袋店、原宿本店ウィメンズ

館の改装、グリーンレーベル リラクシング(ＧＬＲ)業態では品川店の改装、クロムハーツでは大阪店の増床を実

施しております。

これらにより、店舗設備を中心に総額4,254百万円の設備投資を実施しております。

なお、設備投資の総額には、有形固定資産のほかにソフトウェア投資額210百万円、建設協力金（長期前払費用）

146百万円を含んでおります。

その他、キャス・キッドソンの運営を終了しましたことに伴い、店舗設備83百万円を売却しております。
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２ 【主要な設備の状況】

平成23年３月31日現在における主要な設備の状況は、以下のとおりであります。

（１）提出会社

区分
事業所名
(所在地)

帳簿価額
従業員数
(人)建物

(百万円)
器具備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

店舗用
設 備
    
 

ＵＡ原宿本店(東京都渋谷区) 829 29
569
(426)

5 1,434
56
(―)

ＵＡ梅田店(大阪府大阪市北区) 179 12 ― 7 199
19
(３)

ＵＡ池袋店(東京都豊島区) 130 29 ― 17 178
41
(１)

ＵＡ二子玉川店(東京都世田谷区) 96 13 ― 6 116
30
(３)

Ｂ＆Ｙ福岡店(福岡県福岡市中央
区)

94 9 ― ― 103
11
(４)

ＵＡ新宿店(東京都新宿区) 81 5 ― 17 104
63
(２)

Ｂ＆Ｙ博多店(福岡県福岡市博多
区)

81 13 ― 2 96
６
(５)

ＵＡその他 1,372 164 ― 200 1,738
683
(33)

店舗用
設 備
    
 

ＧＬＲなんばパークス店(大阪府大
阪市浪速区)

90 4 ― 1 96
13
(２)

ＧＬＲ二子玉川ライズ店(東京都世
田谷区)

64 4 ― 20 89
５
(６)

ＧＬＲアミュプラザ博多店（福岡
県福岡市博多区)

50 3 ― 1 56
４
(６)

ＧＬＲたまプラーザテラス店(神奈
川県横浜市青葉区)

48 4 ― 14 66
６
(３)

ＧＬＲその他 896 52 ― 71 1,020
391
(68)

店舗用
設 備
    
 

ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ ＴＯ
ＫＹＯ(東京都港区)

522 113 ― 8 644
19
(１)

ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ ＧＩ
ＮＺＡ(東京都中央区)

265 155 ― 0 421
14
(１)

ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ ＯＳ
ＡＫＡ(大阪府大阪市中央区)

58 30 ― 6 95
11
(―)

ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳその他 89 49 ― 6 146
21
(１)

店舗用
設 備
    

ＤＲＡＷＥＲ丸の内店(東京都千代
田区)

62 3 ― ― 65
５
(１)

ＡＲＣＨＩＰＥＬＡＧＯ博多店(福
岡県福岡市博多区)

43 4 ― ― 48
５
(５)

ＤＲＡＷＥＲ心斎橋店(大阪府大阪
市中央区)

40 1 ― ― 42
５
(１)

ジュエルチェンジズ新宿店(東京都
新宿区)

35 5 ― 3 43
12
(―)

ＤＲＡＷＥＲ青山店(東京都港区) 34 1 ― ― 36
７
(２)

その他 592 52 ― 53 698
470
(63)

本社(東京都渋谷区) 264 167 ― 616 1,047
658
(64)
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 （２）国内子会社

会社名 区分
事業所名
(所在地)

帳簿価額
従業員数
(人)建物

(百万円)
器具備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

株式会社 　
フィーゴ

店舗用
設備

Ｆｅｌｉｓｉ 博多店
(福岡県福岡市博多区)

13 13 ― 1 27
５
(―)

Ｆｅｌｉｓｉ 京都店
(京都府京都市下京区)

19 2 ― 1 23
５
(―)

その他 59 22 ― 80 162
59
(―)

株式会社 　
コーエン

店舗用
設備

コーエン 二子玉川
ドッグウッドプラザ店
(東京都世田谷区)

20 1 ― ― 21
２
(５)

コーエン 越谷レイク
タウン店(埼玉県越谷
市)

20 0 ― 0 21
２
(７)

コーエン 土浦店(茨城
県土浦市)

18 0 ― ― 19
１
(４)

コーエン 磐田店(静岡
県磐田市)

17 0 ― 0 18
２
(４)

コーエン 広島府中店
(広島県安芸郡)

18 0 ― 0 19
２
(４)

その他 369 20 ― 31 421
67

(103)

 

(注) １　各資産の金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２　アルバイト数は(　)内に外数で記載しております。

３　ＵＡ原宿本店には、ビューティー＆ユースユナイテッドアローズ原宿メンズストア店が含まれております。これは

「別館」として位置付けられる店舗であります。

４  帳簿価額のうち「その他」は構築物、ソフトウェアおよび長期前払費用であります。

５  現在休止中の設備はありません。

 

６  リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

名称 台数 リース期間
年間リース料
(百万円)

リース契約残高
(百万円)

ＰＯＳシステム
(所有権移転外ファイナンス・リース)

447台 ３年 59 53

商品盗難防止ゲート
(所有権移転外ファイナンス・リース)

136台 主として３年 23 6

空気清浄機
(所有権移転外ファイナンス・リース)

196台 主として３年 13 12

防犯カメラ
　(所有権移転外ファイナンス・リース)

274式 主として４年 20 23

自動釣銭機
(所有権移転外ファイナンス・リース)

362台 主として３年 23 29
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

 

会社名

事業所名(所在地)

投資予定額

資金調達方法

着手および完了予定年月

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

ＵＡルクア大阪 ウィメンズスト
ア(大阪府大阪市北区)

63 3 自己資金 平成23年２月 平成23年５月

Ｂ＆Ｙなんば店(大阪府大阪市中
央区)

70 ― 自己資金 平成23年３月 平成23年４月

ＧＬＲららぽーと新三郷店(埼玉
県三郷市)

64 ― 自己資金 平成23年３月 平成23年４月

ＧＬＲルミネ池袋店(東京都豊島
区)

66 ― 自己資金 平成23年４月 平成23年５月

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はございません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 190,800,000

計 190,800,000

 

②【発行済株式】
 

種類
事業年度末現在発行数(株)
(平成23年３月31日現在)

提出日現在発行数(株)
(平成23年６月24日現在)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 42,800,000 42,800,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100
株であります。

計 42,800,000 42,800,000 ― ―

 

(2)【新株予約権等の状況】

　平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に関す

る事項は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日(平成15年６月27日)

 事業年度末現在
(平成23年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の数（個） 1,129 1,125

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 451,600 450,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり826 １株当たり826

新株予約権の行使期間
　平成17年６月28日～
平成25年６月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
（円）

（注）１ 同左

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処分は
認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に
関する事項

― ―

（注） １ 平成15年６月27日開催の取締役会において、旧改正商法附則（平成13年11月28日　法128号）第６条の規
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定に基づき、新株発行に代えて、当社が所有する自己株式を新株予約権を行使した者に移転することを

決議いたしました。

２ 新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権者は、以下の区分に従い、各割当数の一部または全部を行使することができるものとし

ます。（ただし、各新株予約権にかかる行使の条件に服するものとします。）

なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数と

します。ただし、発行日以降、新株予約権者が、新株予約権割当契約に定める新株予約権の当社への

返還事由に該当した場合には、当該契約の定めるところによるものとします。

a.平成19年６月26日までは、割当数の25％まで、新株予約権を行使することができるものとします。

b.平成21年６月26日までは、割当数の50％まで、新株予約権を行使することができるものとします。

c.平成23年６月26日までは、割当数の75％まで、新株予約権を行使することができるものとします。

d.平成25年６月26日までは、割当数のすべてについて、新株予約権を行使することができるものとします。

（２）新株予約権行使日の前日の東京証券取引所における当社の株式の終値が、１株当たりの払込金額

の1.25倍以上であることを要するものとします。

（３）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取

締役または従業員いずれかの地位を保有している場合に限るものとします。ただし、定年退職およ

び関連会社への出向・転籍等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは

ないものとします。

（４）新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合で、「新株予約権割当契約書」締結時に相続人を

指定している場合（ただし権利行使は、新株予約権者死亡後１年もしくは権利行使期間満了日の

いずれか早く到来する期日までとします。）、その者の相続人は新株予約権を行使することができ

るものとします。

（５）新株予約権の第三者への譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとします。

（６）その他の条件は、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　該当事項はありません。
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(4)【ライツプランの内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額(百万円)

資本準備金
残高(百万円)

平成18年４月１日
(注)

１
23,850,00047,700,000 ― 3,030 ― 4,095

平成20年５月30日
(注)

２
△4,900,00042,800,000 ― 3,030 ― 4,095

(注) １ 株式分割（１：２）による増加であります。

２ 自己株式の消却による減少であります。
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 (6)【所有者別状況】

平成23年３月31日現
在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満株式
の状況
(株)

政府及
び地方
公共団
体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その
他

計

個人以外 個人

株主数（人） ― 32 33 62 112 7 13,98814,234 ―

所有株式数(単
元)

― 42,6361,60756,25568,932 26258,457427,913 8,700

所有株式数の
割合(％)

― 9.96 0.38 13.1516.10 0.0160.40100.00 ―

(注)  自己株式11,229,180株は、「個人その他」に112,291単元および「単元未満株式の状況」に80株が含まれ

ております。

(7)【大株主の状況】

平成23年３月31日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

重松　理 東京都世田谷区 3,859,700 9.01

株式会社エー・ディー・エス 岐阜県岐阜市柳津町高桑五丁目112号 2,168,100 5.06

栗野　宏文 東京都世田谷区 2,110,000 4.92

岩城　哲哉 東京都杉並区 2,093,400 4.89

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー
505104　常任代理人　株式会社み
ずほコーポレート銀行決済営業
部

東京都中央区月島四丁目16番13号 1,694,549 3.95

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 1,627,700 3.80

ジュニパー　常任代理人　株式会
社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 979,400 2.28

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 843,100 1.96

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番3号 810,400 1.89

株式会社ルコタージュ 神奈川県横浜市青葉区みたけ台36番11号 800,000 1.86

計 ― 16,986,34939.69

(注)　１ 上記のほか当社所有の自己株式11,229,180株（発行済株式総数に占める割合26.24％）があります。

２ 前事業年度末では主要株主であった株式会社エービーシー・マートは、当事業年度末現在では主要株

主ではなくなりました。

 

次の法人から、平成23年２月14日付にて大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、次のとお

り株式を所有している旨の報告を受けております。当該の大量保有報告書（変更報告書）の内容は

以下のとおりです。

 

（平成23年２月14日）

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)
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ティーアイエーエー・シーアー
ルイーエフ・インベストメント
・マネジメント・エルエルシー

米国ニューヨーク州10017、ニューヨーク
市サード・アヴェニュー730

2,147,099 5.02
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(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成23年３月31日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　11,229,100
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　31,562,200 315,622 ―

単元未満株式 普通株式 　　　8,700 ― ―

発行済株式総数 42,800,000 ― ―

総株主の議決権 ― 315,622 ―

 

② 【自己株式等】

平成23年３月31日現

在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ユナイテッドア
ローズ

東京都渋谷区神宮前二丁
目31番12号

11,229,100― 11,229,10026.24

計 ― 11,229,100― 11,229,10026.24
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式のストックオプション制度を採用しております。

制度の内容は次のとおりであります。

 

平成15年６月27日の定時株主総会にて決議されたストックオプション制度

当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役

および従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを平成15

年６月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分および人数 取締役５名および従業員11名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上（注）１

新株予約権の行使時の払込金額

（円）
同上（注）２

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

（注） １ 当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的と

なる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場

合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される

場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。

 ２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額　　＝ 調整前払込金額　×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権

の行使、旧商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づき付与された

ストックオプションによる新株引受権の行使および転換社債の転換の場合は除く。）は、次の算式に

より１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
× 既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金

額

１株当たりの時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払

込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場

合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される

場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会（平成22年８月30日）での決議状況

（取得期間平成22年８月31日～平成22年11月８日）
10,700,000（上限）10,700,000,000（上限）

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 10,700,000 10,700,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― ―

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） ― ―

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 10 12,219

当期間における取得自己株式 ― ―

（注）当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満

株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株

式
― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(新株予約権の権利行使) 62,800 71,858,129 ― ―

保有自己株式数 11,229,180― ― ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未

満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

利益配分に関する基本方針につきましては、株主価値の極大化を経営の重要課題として認識しており

ます。

このため、増配・株式分割、自己株取得ならびに消却などの方策により株主に対する利益還元を行う

とともに、株式市場での評価を高めることで、株式時価総額の向上＝株主価値の極大化を図ってまいり

ます。

また、経営環境・業績の状況などを勘案し、今後の新規出店投資ならびに成長事業への設備投資資金

などに充当するために必要な内部留保とのバランスを配慮するとともに、利益水準および配当性向につ

いても念頭におき、株主の皆様に対する利益還元の充実を図ってまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定

機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

このような考えのもと、当事業年度の期末配当金に関しましては、１株につき19円と決定いたしまし

た。これにより、中間配当金を１株につき10円実施させていただいておりますので、当事業年度の年間配

当金は１株につき29円（連結配当性向29.9％、連結ＤＯＥ 6.8％）となりました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成22年11月５日取締役会決議 422 10

平成23年６月23日定時株主総会決議 599 19
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４【株価の推移】

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 3,420 2,345 947 1,044 1,516

最低(円) 1,572 549 471 513 950

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。

 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高(円) 1,226 1,240 1,283 1,378 1,418 1,516

最低(円) 1,010 1,060 1,175 1,217 1,213 950

(注)　月別の最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。
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５ 【役員の状況】　

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

代表取締役

社長
 重　松　　　理 昭和24年12月４日生

平成元年10月

平成16年６月

平成21年４月

平成23年４月

当社設立　代表取締役社長就任

当社代表取締役会長

当社代表取締役　社長執行役員　

当社代表取締役  社長（現任）

(注）2 3,859

代表取締役

副社長
 岩　城　哲　哉 昭和28年10月３日

平成元年10月

平成15年４月

平成16年６月

 

平成16年８月

平成21年４月

平成23年４月

当社専務取締役　開発部部長

当社取締役副社長

当社代表取締役社長　ＵＡ本部本部

長

当社代表取締役社長

当社代表取締役　副社長執行役員　

当社代表取締役　副社長（現任）

(注）2 2,093

取締役

副社長執行役

員

第一事業統括

本部統括本部

長　兼　ＢＢ本

部本部長

竹　田　光　広 昭和38年4月13日

昭和61年４月

 

平成16年４月

 

平成17年９月

平成17年10月

平成18年７月

 

平成20年４月

平成20年７月

 

平成22年４月

 

平成22年６月

 

 

平成23年４月

兼松江商株式会社（現兼松繊維株

式会社）入社

兼松繊維株式会社　欧米輸入製品部

部長

当社入社

当社ブランドビジネス部部長

当社ブランドビジネス本部本部長　

兼　ブランドビジネス部部長

当社事業開発本部本部長

当社上席執行役員　事業開発本部本

部長

当社上席執行役員　第一事業統括本

部統括本部長　兼　ＢＢ本部本部長

当社取締役　常務執行役員　第一事

業統括本部統括本部長　兼　ＢＢ本

部本部長

当社取締役　副社長執行役員　第一

事業統括本部統括本部長　兼　ＢＢ

本部本部長（現任）

(注）2 13

取締役

専務執行役員

第二事業統括

本部統括本部

長　兼　チャネ

ル開発本部担

当

藤　澤　光　徳 昭和41年６月５日

平成２年３月

平成12年11月

平成17年10月

平成20年７月

 

平成22年４月

 

 

平成22年６月

 

 

平成22年７月

 

平成23年４月

当社入社

当社ＧＬＲ部部長

当社ＧＬＲ本部本部長

当社上席執行役員　ＧＬＲ本部本部

長

当社上席執行役員　第二事業統括本

部統括本部長　兼　ＧＬＲ本部本部

長

当社取締役　常務執行役員　第二事

業統括本部統括本部長　兼　ＧＬＲ

本部本部長

当社取締役　常務執行役員　第二事

業統括本部統括本部長　

当社取締役　専務執行役員　第二事

業統括本部統括本部長　兼　チャネ

ル開発本部担当（現任）

(注）2 23

取締役

常務執行役員

経営企画室　兼

　計画管理室担

当

加　藤　英　毅 昭和30年10月31日

平成18年８月

平成19年６月

平成19年７月

 

平成20年７月

 

平成21年４月

 

当社入社　顧問

当社常務取締役

当社常務取締役　経営開発本部本部

長

当社取締役　常務執行役員　経営開

発本部本部長

当社取締役　常務執行役員　経営企

画室　兼　計画管理室担当（現任）

(注）2 28

取締役

常務執行役員

管理本部本部

長
小　泉　正　己 昭和36年７月20日

平成７年７月

平成12年４月

平成13年３月

平成16年12月

平成18年６月

平成19年７月

 

平成20年４月

平成20年７月

 

当社入社

当社財務部部長

株式会社プロスタッフ設立 取締役

株式会社ネットプライス 監査役

当社取締役

当社取締役　管理本部本部長　兼　財

務経理部部長

当社取締役　管理本部本部長

当社取締役　常務執行役員　管理本

部本部長（現任）

(注）2 30
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監査役

(常勤)
 酒　井　由香里 昭和43年６月23日

平成３年４月

平成11年９月

 

 

平成13年５月

 

平成17年１月

平成17年６月

野村證券株式会社入社

キャピタルドットコム株式会社

(現イー・リサーチ株式会社)設立

に参画

株式会社コーポレートチューン設

立に参画

同社取締役

当社常勤監査役（現任）

(注）3 ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

監査役  山　川　善　之 昭和37年８月21日

昭和61年４月

平成16年９月

 

平成18年12月

 

平成19年６月

平成22年３月

 

日本生命保険相互会社入社

株式会社そーせい入社 代表取締役

副社長

響きパートナーズ株式会社設立 代

表取締役社長（現任）

当社社外監査役（現任）

株式会社デ・ウエスタン・セラピ

テクス研究所　取締役（現任）

(注）4 ―

監査役  橋　岡　宏　成 昭和42年１月23日

平成３年４月

 

平成10年４月

平成16年９月

 

平成19年６月

平成21年３月

株式会社住友銀行（現株式会社三

井住友銀行）入行

弁護士登録

株式会社ゴルフダイジェスト・オ

ンライン社外取締役（現任）

当社社外監査役（現任）

昭和情報機器株式会社社外監査役

（現任）

(注）4 ―

計 6,046

 (注)１　監査役酒井由香里、山川善之および橋岡宏成は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　　　２　取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

　　　３　監査役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

　　　４　監査役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

　　　５　当社は執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いており

ます。）は７名で、上席執行役員　ＵＡ本部本部長　東浩之、上席執行役員　ＢＹ本部本部長　大田直輝、上

席執行役員　事業支援本部本部長　佐川八洋、執行役員　ＧＬＲ本部本部長　鵜野安男、　執行役員　事業開

発本部本部長　平沼信弘、執行役員　商品支援本部本部長　谷川直樹、執行役員　経営企画室室長　山崎万里

子であります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「お客様価値」「従業員価値」「取引先価値」「地域社会価値」「株主価値」という

５つの価値創造により、社会の公器として日本の生活・文化の向上に貢献していくことを、経営

の基本方針として掲げております。

このために、経営の効率性、健全性を向上させる体制を構築するとともに、常に公平な情報を、

タイムリーに、継続的に、自発的に提供し続けることを情報開示の基本方針としており、各投資家

（アナリスト・個人投資家）向けの説明会の定期開催や、月次売上概況や各種届出、適時開示資

料等のメール配信等、積極的なＩＲ活動を行うことで、企業経営の透明性の向上に努めておりま

す。

 

② 企業統治の体制

・　会社の機関の内容

　　　当社は監査役制度を採用しております。

取締役会は取締役６名で構成され、原則として月１回の取締役会を開催しております。取締役

会には取締役および監査役が出席し、法令で定められた事項および取締役会規則等に定められた

重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督を行っております。また、必要の

都度臨時取締役会を開催するとともに、取締役間にて随時打合せ等を行っており、効率的な業務

執行ができる体制を整備しております。

当社では2008年７月１日より執行役員制度を導入し、業務の迅速な執行を図るとともに、取締

役会における意思決定と監督機能を強化しております。

監査役会は監査役３名で構成され、監査役会規則に基づき監査方針を決定するとともに、各監

査役や取締役、会計監査人からの報告を受けて監査報告書を作成しております。なお、３名全ての

監査役を全て社外監査役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体の監視・監査の役

割を担っております。なお、社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」

欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係については該当はありません。

また、当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令

が規定する額としております。

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 39/130



当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと以下のとおりとなります。

 

 

 

・　内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

　　　当社の内部統制システムの基本方針の概要は次のとおりであります。

１．取締役ならびに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社では、取締役、従業員の法令遵守に向けての体制を磐石なものとするため、当社を取り巻く

リスクやコンプライアンス上の重要な問題を審議する機関として、社長を議長とする「リスク・

コンプライアンス委員会」を設置するとともに、総務法務部にて情報を集約し、対策を検討する

体制としている。

万が一、コンプライアンス上疑義のある行為が発生・発覚した場合には、取締役及び従業員が

外部機関に匿名で通報できる「社内通報制度」を設け、どんなに小さな不正や不祥事をも見逃さ

ない企業風土を醸成することとする。また、会社は通報内容を秘匿扱いとし、通報者に対して不利

な扱いを行わないこととする。

職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により、各部署、各職責の職務範

囲や決裁権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。また、社長直轄の「内部監査

室」が定期的に各店舗・各部署の内部監査を実施し、法令、定款への適合状況ならびに社内規程

に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、情報種別に応じた保存

期間を定め管理することとする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。

システム内に保存されている文書についても、情報システムに関する社内ルール、ガイドライ

ンに基づいて閲覧権限を設定し、経営上の重要情報の保存、管理を徹底することとする。

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 40/130



 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社を取り巻く各種リスク要因については、「危機管理規程」に基づいてリスク管理体制を構

築することとする。また、当社の業務上重要なリスクに関しては「リスク・コンプライアンス委

員会」にて規程やマニュアル、ガイドライン等の設定を検討するとともに、危機発生時には総務

法務部にて情報を集中管理の上、「リスク・コンプライアンス委員会」が対応を行うこととす

る。また、当社を取り巻く環境変化に伴い、各部において常にリスク要因の見直しを行うととも

に、規程や各種マニュアルの整備を継続して実施し、リスクの未然防止と発生時の適切な対応の

両面からの体制整備を行うこととする。

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会としての職務執行上の意思決定は、法令及び「取締役会規則」、「職務権限規程」等

に則り行われることとする。

定時取締役会は原則月１回開催することとし、決議事項の審議と業務の執行状況や業績につい

て報告を受けることとする。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役間にて

随時打ち合わせを行うこととする。また、経営に関する重要事項については、事前に担当部門を含

めて討議をする「経営会議」にて十分な審議を経て取締役会で決議が行われる体制を確保する

こととする。

業務運営については、社内外の定性的・定量的情報を総合的に勘案した中期的な展望に基づい

て「経営方針」ならびに「中期経営計画」および「単年度経営計画」を策定するとともに、各部

の進捗状況を取締役が都度確認し、具体的な施策を講じることができる体制を構築することとす

る。

 

５．当該株式会社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保

するための体制

関係会社については、各関係会社の自主的な運営を重んじつつ「関係会社管理規程」に基づい

てグループ会社管理の基本方針や体制を定め、この規程に沿って、業務上の重要事項についての

必要な決裁や報告制度等の管理体制を整備していくこととする。関係会社の管理面での体制整備

（規程や職務権限等）については、各関係部門が連携して必要に応じて指導、支援を行うことと

すると同時に、当社の「内部監査室」が関係会社に対しても内部監査を実施することにより、法

令、定款への適合状況や社内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。

また、内部通報制度を関係会社へも展開することにより、コンプライアンス体制の充実を図る

こととする。

さらに、財務報告に係る内部統制に関しては、関係会社も含めた必要な体制構築を継続的に行

うことで、財務報告の信頼性、ひいては社会的信頼性を確保、向上し続けるものとする。

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人は設置していないが、監査役が必要とした場合、監査役
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の職務の補助をする使用人を置くことができることとする。その使用人の任命、異動、評価、懲戒

等については、監査役会と協議の上決定することとする。

 

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会等の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、

経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び従業員に説明を求めたり、必要な

書類の閲覧を行ったりすることができる。

監査役の選任については、社外監査役を基本とし、対外透明性を確保することとする。

また、監査役会は、会計監査人、弁護士その他の外部アドバイザーを適宜活用できることとす

る。

 

８．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社では市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然たる態度を

貫き、一切の関係を遮断することを基本方針とする。

また、当社は総務法務部を対応部署とし、顧問弁護士や警察及び社団法人警視庁管内特殊暴力

防止対策連合会等の外部機関ならびに各地区の防犯顧問と連携して反社会的勢力排除のための

社内体制の整備と情報収集を行うものとする。

 

③ 内部監査及び監査役監査の状況

監査役会は監査役３名で構成され、監査役会規則に基づき監査方針を決定するとともに、各監

査役や取締役、会計監査人からの報告を受けて監査報告書を作成しております。

内部監査については、４名で構成されている社長直轄の内部監査室において、業務の効率性・

適正性やリスク管理面を重点に、各店舗・各部の監査を実施しており、監査結果は監査役会と共

有することで課題を認識しております。また、子会社の内部監査も実施しております。

 

④ 社外監査役

当社の社外監査役は３名であります。

なお、３名全ての監査役を全て社外監査役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体

の監視・監査の役割を担っております。なお、社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」

の「所有株式」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係については該当は

ありません。

また、当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規

定する額としております。
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⑤ 役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
 (百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象とな
る役員の
員数(名)基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 197 197 ― ― ― 6

社外役員 　24 24 ― ― ― 3

 

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　　　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　　　取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員のそれぞ

れの報酬総額の最高額を決定しております。

　　　各取締役の報酬額は、取締役会において承認された社内基準をもとに、業務分掌の内容及び業績へ

の貢献度などを総合的に勘案し代表取締役間で協議のうえ決定しております。

　　　各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

 

⑥ 株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　銘柄数　　　　　　　　　　　　　 ３銘柄

　貸借対照表計上額の合計額　　　147百万円

 

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

 

（前事業年度）

　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱東京スタイル 200,000 130取引関係の維持・強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 60,000 29 取引関係の維持・強化

　

（当事業年度）

　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

㈱東京スタイル 200,000 120取引関係の維持・強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 60,000 23 取引関係の維持・強化
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　ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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⑦ 会計監査の状況

会計監査については、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トー

マツを起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当

社との間には特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行役員について、

当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監

査法人との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約書を締結し、それに

則って報酬を支払っております。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監

査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員：中川正行氏、中塚亨氏

・会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士３名、その他６名

 

⑧ 取締役の員数

　当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらない旨を

定款に定めております。

 

⑩ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行

為に関する取締役（取締役であった者を含む。）、監査役（監査役であった者を含む。）の責任を

法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは取締役および監査役

が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整

備することを目的とするものであります。

 

⑪ 自己株式取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得すること

ができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂

行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものでありま

す。

 

⑫ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第５項の規定により、取締役

会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おります。
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⑬ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数の確保を容易

にし、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 44 ― 44 6

連結子会社 ― ― ― ―

計 　44 ― 44 6

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明以外に、社内プロジェクト

に関するアドバイザリー契約を締結し、助言・指導業務を委託しております。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、第21期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

第22期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月

31日まで)及び当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)の連結財務諸表並びに第21期事業年

度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)及び第22期事業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日ま

で)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】
　(1)【連結財務諸表】
　　①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,173 5,640

受取手形及び売掛金 308 257

商品 16,712 15,698

貯蔵品 191 169

未収入金 5,809 5,108

繰延税金資産 1,565 1,161

その他 351 348

貸倒引当金 △42 △40

流動資産合計 29,069 28,342

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,847 12,381

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,388 △5,788

建物及び構築物（純額） 5,458 6,592

土地 569 569

建設仮勘定 540 32

その他 2,843 3,167

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,909 △2,172

その他（純額） 933 994

有形固定資産合計 7,502 8,189

無形固定資産

のれん 159 －

その他 2,022 1,885

無形固定資産合計 2,182 1,885

投資その他の資産

投資有価証券 163 147

差入保証金 6,285 6,224

繰延税金資産 499 441

その他 464 490

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 7,409 7,299

固定資産合計 17,094 17,373

資産合計 46,163 45,716
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,670 －

買掛金 － 7,193

短期借入金 2,240 12,800

1年内返済予定の長期借入金 2,176 2,094

未払金 2,952 2,952

未払法人税等 1,731 600

賞与引当金 1,495 1,233

役員賞与引当金 － 60

店舗閉鎖損失引当金 418 －

資産除去債務 － 76

その他 720 474

流動負債合計 19,406 27,484

固定負債

長期借入金 3,332 1,238

役員退職慰労引当金 91 91

資産除去債務 － 1,791

その他 6 7

固定負債合計 3,429 3,128

負債合計 22,835 30,613

純資産の部

株主資本

資本金 3,030 3,030

資本剰余金 4,095 4,095

利益剰余金 17,119 19,514

自己株式 △909 △11,537

株主資本合計 23,335 15,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1 △11

繰延ヘッジ損益 △6 12

その他の包括利益累計額合計 △7 0

純資産合計 23,327 15,103

負債純資産合計 46,163 45,716
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　　②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
　　　【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 83,504 90,571

売上原価 ※1
 40,639

※1
 42,569

売上総利益 42,865 48,001

販売費及び一般管理費 ※2
 37,922

※2
 40,617

営業利益 4,942 7,384

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 － 4

受取賃貸料 9 15

為替差益 34 19

仕入割引 33 36

その他 181 86

営業外収益合計 261 164

営業外費用

支払利息 143 148

賃貸費用 6 11

支払手数料 1 118

その他 15 29

営業外費用合計 166 307

経常利益 5,037 7,240

特別利益

固定資産売却益 － ※3
 7

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 77

主要株主株式短期売買利益返還益 138 －

移転補償金 － 19

特別利益合計 138 104

特別損失

固定資産除却損 ※4
 149

※4
 65

減損損失 ※5
 758

※5
 408

店舗閉鎖損失引当金繰入額 418 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 921

その他 － 21

特別損失合計 1,326 1,417

税金等調整前当期純利益 3,849 5,928

法人税、住民税及び事業税 2,672 1,875

法人税等調整額 △227 455

法人税等合計 2,445 2,331

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,596

当期純利益 1,403 3,596
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　　　【連結包括利益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,596

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △9

繰延ヘッジ損益 － 18

その他の包括利益合計 － 8

包括利益 － 3,605

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 3,605

少数株主に係る包括利益 － －
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　　③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,030 3,030

当期末残高 3,030 3,030

資本剰余金

前期末残高 4,095 4,095

当期末残高 4,095 4,095

利益剰余金

前期末残高 16,771 17,119

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 1,403 3,596

自己株式の処分 － △19

当期変動額合計 348 2,394

当期末残高 17,119 19,514

自己株式

前期末残高 △909 △909

当期変動額

自己株式の取得 △0 △10,700

自己株式の処分 － 71

当期変動額合計 △0 △10,628

当期末残高 △909 △11,537

株主資本合計

前期末残高 22,987 23,335

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 1,403 3,596

自己株式の取得 △0 △10,700

自己株式の処分 － 51

当期変動額合計 348 △8,233

当期末残高 23,335 15,102
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 △9

当期変動額合計 △1 △9

当期末残高 △1 △11

繰延ヘッジ損益

前期末残高 17 △6

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△23 18

当期変動額合計 △23 18

当期末残高 △6 12

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 17 △7

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△25 8

当期変動額合計 △25 8

当期末残高 △7 0

純資産合計

前期末残高 23,004 23,327

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 1,403 3,596

自己株式の取得 △0 △10,700

自己株式の処分 － 51

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 8

当期変動額合計 323 △8,224

当期末残高 23,327 15,103
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　　④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,849 5,928

減価償却費 1,211 1,372

無形固定資産償却費 299 315

長期前払費用償却額 81 81

減損損失 758 408

のれん償却額 319 159

賞与引当金の増減額（△は減少） 639 △262

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 60

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 418 △418

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15 △2

受取利息及び受取配当金 △2 △5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 921

支払利息 143 148

有形固定資産除却損 9 12

有形固定資産売却損益（△は益） － △3

無形固定資産除却損 0 1

無形固定資産売却損益（△は益） － △3

売上債権の増減額（△は増加） △529 772

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,778 1,036

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19 1

仕入債務の増減額（△は減少） △403 △477

その他の流動負債の増減額（△は減少） 926 129

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3 23

その他 － 0

小計 9,500 10,198

利息及び配当金の受取額 2 5

利息の支払額 △139 △147

法人税等の支払額 △1,429 △3,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,933 6,923
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △56

定期預金の払戻による収入 38 －

投資有価証券の取得による支出 △166 －

有形固定資産の取得による支出 △1,294 △1,809

有形固定資産の除却による支出 － △37

有形固定資産の売却による収入 － 57

無形固定資産の取得による支出 △211 △149

無形固定資産の売却による収入 － 10

長期前払費用の取得による支出 △94 △154

差入保証金の差入による支出 △263 △474

差入保証金の回収による収入 － 535

その他 － 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,992 △2,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,810 10,560

長期借入れによる収入 1,640 －

長期借入金の返済による支出 △1,981 △2,176

自己株式の取得による支出 △0 △10,700

自己株式の処分による収入 － 51

配当金の支払額 △1,051 △1,179

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,202 △3,443

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 739 1,410

現金及び現金同等物の期首残高 3,322 4,061

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 4,061

※1
 5,471
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 

項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) すべての子会社を連結しておりま

す。

　　連結子会社の数　　３社

　　連結子会社の名称　㈱フィーゴ

㈱ペレニアル

ユナイテッド

アローズ

㈱コーエン

上記のうち、株式会社ペレニア

ルユナイテッドアローズについて

は、平成22年４月23日開催の定時

取締役会において解散を決議し、

清算手続に入っております。

(1) すべての子会社を連結しておりま

す。

　　連結子会社の数　　２社

　　連結子会社の名称　㈱フィーゴ

㈱コーエン

株式会社ペレニアルユナイテッ

ドアローズについては、平成22年

12月10日をもちまして清算結了し

ております。

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用していない関連会社

該当事項はありません。

(1) 持分法を適用していない関連会社

同　左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち㈱ペレニアルユナ

イテッドアローズと㈱コーエンの決算

日は、１月31日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただ

し、２月１日から３月31日までの期間

に発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　連結子会社のうち㈱コーエンの決算

日は、１月31日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただ

し、２月１日から３月31日までの期間

に発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

　　　① その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定）

　　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

イ　有価証券

　　　① その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　同　左

 

 

 

 

　　　　時価のないもの

　　　　　　同　左

 ロ　デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務

　　　時価法

ロ　デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務

同　左

 ハ　たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

　①　商品

総平均法

　②　貯蔵品

最終仕入原価法

ハ　たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。　

①　商品

総平均法

②　貯蔵品

最終仕入原価法
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　・リース資産以外の有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　 旧定額法によっております。

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　 定額法によっております。

 

建物以外

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　 旧定率法によっております。

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　 定率法によっております。

 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　３～39年

イ　有形固定資産

　・リース資産以外の有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　　　　　　同　左

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　　　　　　同　左

 

建物以外

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　　　　　　同　左

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　　　　　　同　左

 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　３～39年

 ロ　無形固定資産

ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)によ

る定額法、それ以外の無形固定資

産については定額法によっており

ます。

ロ　無形固定資産

同　左
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、

支給対象期間に対応した支給見積相

当額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　役員賞与引当金

　　　　　　―――――

ハ　役員賞与引当金

役員の賞与支給に充てるため、支

給対象期間に対応した支給見積相当

額を計上しております。

 ニ　店舗閉鎖損失引当金

店舗閉店に伴い発生する損失に備

えるため、店舗閉店により合理的に

見込まれる中途解約違約金等の閉店

関連損失見込額を計上しておりま

す。

ニ　店舗閉鎖損失引当金

　　　　―――――

 ホ　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に充てる

ため、当社内規に基づく期末要支給

見積額を計上しております。

ホ　役員退職慰労引当金

　　　　　 同左

 なお、平成19年６月25日開催の第

18回定時株主総会において退職慰労

金制度の廃止及び同日までの在任期

間に対する退職慰労金を各取締役そ

れぞれの退任の際に支給されること

が決議されたことにより、同日以降

の役員退職慰労引当金計上を行って

おりません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 58/130



 

目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

(4) 重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理によって

おります。また、振当処理の要件を満

たしている為替予約については、振

当処理、金利スワップの特例処理の

要件を満たすものについては、特例

処理によっております。

イ　ヘッジ会計の方法

　　　　　同　左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

通常の営業過程で生じる輸入取引

の為替リスクを軽減させるため、通

貨関連のデリバティブ取引を、資金

の調達に係る金利変動リスクを軽減

させるため、金利関連のデリバティ

ブ取引を行っております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　同　左

 ハ　ヘッジ方針

基本的に実需の範囲内において、

為替変動のリスクのある債権債務の

リスクヘッジを目的とする場合、及

び金利変動のリスク負担の適正化を

目的化する場合のみデリバティブ取

引を行っており、投機目的のための

デリバティブ取引は行わない方針で

あります。

ハ　ヘッジ方針

　　　　　同　左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段が重要な

条件が同一であることから、為替相

場の変動によるキャッシュ・フロー

の変動を完全に相殺するものと想定

されるため、有効性の評価は省略し

ております。また、金利スワップの特

例処理の要件を満たすものについて

も、有効性の評価は省略しておりま

す。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　同　左

(5) のれんの償却方法及び

償却期間

――――― 　のれんの償却については、５年間の均

等償却を行っております。

(6) 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

――――― 　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

イ　消費税等の会計処理

同　左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

　―――――

６　のれんの償却に関する事

項

のれんの償却については、５年間の

均等償却を行っております。

―――――
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７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

―――――
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【会計方針の変更】

 

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

（資産除去債務に関する会計基準等）

　　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しております。

　　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は

179百万円、税金等調整前当期純利益は、1,100百万円そ

れぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開

始による資産除去債務の変動額は1,694百万円であり

ます。

 

【表示方法の変更】

 

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　――――――

 

 

 

 

 

（連結損益計算書関係）

　　当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基

づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令

（平成21年３月24日　内閣府令第５号）を適用し、「少

数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しており

ます。

 

【追加情報】

 

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　――――――

 

 

 

 

 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年

度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差

額等合計」の金額を記載しております。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

 
前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　―――――

 

―――――
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(連結損益計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 △165百万円

売上原価の算定過程に含まれる期末棚卸高は、

収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚

卸資産評価損（洗替え法による戻入額相殺後の

額）が売上原価に含まれております。

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 △566百万円

売上原価の算定過程に含まれる期末棚卸高は、

収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚

卸資産評価損（洗替え法による戻入額相殺後の

額）が売上原価に含まれております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

賃借料 10,658百万円

給与及び手当 9,284百万円

業務委託費 2,929百万円

荷造運搬費 1,745百万円

支払手数料 1,496百万円

減価償却費 1,209百万円

賞与引当金繰入額 1,545百万円

退職給付費用 251百万円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

賃借料 11,426百万円

給与及び手当 9,657百万円

業務委託費 3,131百万円

荷造運搬費 1,779百万円

広告宣伝費 1,684百万円

支払手数料 1,596百万円

減価償却費 1,363百万円

賞与引当金繰入額 1,273百万円

退職給付費用 258百万円

――――――― ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

その他（有形固定資産） 2百万円

その他（無形固定資産） 4百万円

合計 7百万円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 5百万円

その他（有形固定資産） 3百万円

建設仮勘定 0百万円

ソフトウェア 0百万円

撤去費用 138百万円

合計 149百万円

  

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2百万円

その他（有形固定資産） 9百万円

ソフトウェア 1百万円

長期前払費用 0百万円

撤去費用 51百万円

合計 65百万円

  

※５　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しております。

 

用途 種類 場所

営業店舗
29店舗
事務所設備

建物
その他

東京都他

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最
小単位として主として店舗を基本単位としてグルーピ
ングしております。営業活動から生ずる損益が継続し
てマイナスである資産グループ、市場価額が著しく下
落している資産グループ及び移転等により既存の投資
回収が困難になった資産グループの帳簿価額を回収可
能額まで減額し、当該減少額を減損損失（758百万円）
として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物
644百万円、その他113百万円であります。

　　　なお、回収可能額の算定については使用価値により測定
しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額が
マイナスであるため、回収可能価額は零と算定してお
ります。

 

※５　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しております。

 

用途 種類 場所

営業店舗
24店舗
事務所設備

建物
その他

東京都他

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最
小単位として主として店舗を基本単位としてグルーピ
ングしております。営業活動から生ずる損益が継続し
てマイナスである資産グループ、市場価額が著しく下
落している資産グループ及び移転等により既存の投資
回収が困難になった資産グループの帳簿価額を回収可
能額まで減額し、当該減少額を減損損失（408百万円）
として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物
342百万円、その他65百万円であります。

　　　なお、回収可能額の算定については使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額
がマイナスであるため、回収可能価額は零と算定して
おります。
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(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

　親会社株主に係る包括利益 1,378百万円

少数株主に係る包括利益 ―百万円

計 1,378百万円

 

　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 △1百万円

　繰延ヘッジ損益 △23百万円

計 △25百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 42,800,000 ―― ―― 42,800,000

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 591,871 99 ―― 591,970

 
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　 　　　　　　　　　　　 　　　99株

 

３　新株予約権等に関する事項
　　　　
　　　　　該当事項はありません。
　　　　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月23日
定時株主総会

普通株式 633 15平成21年３月31日平成21年６月24日

平成21年11月５日
取締役会

普通株式 422 10平成21年９月30日平成21年12月７日

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 759 18平成22年３月31日平成22年６月28日
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 42,800,000 ―― ―― 42,800,000

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 591,970 10,700,010 62,800 11,229,180

 
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　 　　　　　　　　　　　 　　　　10株

　平成22年８月30日の取締役会決議による取得による増加　　　　10,700,000株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　新株予約権の行使による減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,800株

 

３　新株予約権等に関する事項
　　　　
　　　　　該当事項はありません。
　　　　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 759 18平成22年３月31日平成22年６月28日

平成22年11月５日
取締役会

普通株式 422 10平成22年９月30日平成22年12月６日

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 599 19平成23年３月31日平成23年６月24日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 4,173百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金及び定期積金

△112百万円

現金及び現金同等物 4,061百万円

  

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金勘定 5,640百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金及び定期積金

△168百万円

現金及び現金同等物 5,471百万円

  

 　２　重要な非資金取引の内容

　　　　　当連結会計年度に新たに計上した重要な資産除去債
務の額は、1,939百万円であります。
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(リース取引関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

器具備品 129 107 21

合計 129 107 21

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

器具備品 ― ― ―

合計 ― ― ―

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 21百万円

１年超 ―

合計 21百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 ―

１年超 ―

合計 ―

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 66百万円

減価償却費相当額 64百万円

支払利息相当額 1百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払利息相当額 0百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同　左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)

　　　　　　　　　同　左
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(金融商品関係)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
 
(追加情報)
当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商
品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
 
１． 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・仕入及び販売等を行うための設備
投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資
産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを
回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企
業との業務または資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。不動産賃借等
物件に係る敷金及び保証金は、差入先・預託先の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できないリ
スクがあります。当該リスクに関しては、所定の管理マニュアルに従い、定期的に差入先・預託先の財政状態
を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品
等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で４年後で
あります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引
（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物
為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であ
ります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい
ては、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン
グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機
関とのみ取引を行っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額に
より表されています。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、為替相場の状況により、輸入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に
対する先物為替予約を行っております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、
金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関
係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に基づき、これ
に従い財務経理部が取引を行い、財務経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。月次の
取引実績は、財務経理部所管の役員及び経営会議に報告しております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動
性リスクを管理しております。
 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ
取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
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２． 金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注）２参照）。
 

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 4,173 4,173 ―

(2) 受取手形及び売掛金 308 308 ―

(3) 未収入金 5,809 5,809 ―

(4) 差入保証金 6,285 5,547 738

(5) 投資有価証券    

　　　その他有価証券 159 159 ―

資産計 16,737 15,998 738

(6) 支払手形及び買掛金 7,670 7,670 ―

(7) 短期借入金 2,240 2,240 ―

(8) 未払金 2,952 2,952 ―

(9) 未払法人税等 1,731 1,731 ―

(10) 長期借入金（1年内返済含
む）

5,508 5,508 ―

負債計 20,102 20,102 ―

(11) デリバティブ取引（※）    

　①ヘッジ会計が適用されている
もの

(10) (44) 33

　　　デリバティブ取引計 (10) (44) 33

（※）　　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項
目については、（　　）で示しております。

 
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、 (2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

(4) 差入保証金
　　　　　一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債等の利回り等適切な利率で割り引いた現在価

値により算定しております。
(5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

 
(6) 支払手形及び買掛金、(7) 短期借入金、(8) 未払金、 (9) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
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(10) 長期借入金
　　　　　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大き

く異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によってお
ります。

(11) デリバティブ取引
　　　　　「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
 
（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
 
 

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

非上場株式 4

 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(5) 投
資有価証券」には含めておりません。
 
（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
 

 
１年以内
（百万円）

現金及び預金 4,173

受取手形及び売掛金 308

未収入金 5,809

 
 
（注）４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
 

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

長期借入金 2,176 3,332
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
 
１． 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・仕入及び販売等を行うための設備
投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資
産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを
回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企
業との業務または資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。不動産賃借等
物件に係る敷金及び保証金は、差入先・預託先の経済的破綻等によりその一部または全額が回収できないリ
スクがあります。当該リスクに関しては、所定の管理マニュアルに従い、定期的に差入先・預託先の財政状態
を把握する体制としております。
営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴
う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で３年後で
あります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引
（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物
為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であ
ります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい
ては、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン
グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機
関とのみ取引を行っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額に
より表されています。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、為替相場の状況により、輸入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に
対する先物為替予約を行っております。また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、
金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関
係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に基づき、これ
に従い財務経理部が取引を行い、財務経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。月次の
取引実績は、財務経理部所管の役員及び経営会議に報告しております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動
性リスクを管理しております。
 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ
取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
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２． 金融商品の時価等に関する事項
平成23年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注）２参照）。
 

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 5,640 5,640 ―

(2) 受取手形及び売掛金 257 257 ―

(3) 未収入金 5,108 5,108 ―

(4) 差入保証金 6,224 5,494 729

(5) 投資有価証券    

　　　その他有価証券 143 143 ―

資産計 17,373 16,643 729

(6) 買掛金 7,193 7,193 ―

(7) 短期借入金 12,800 12,800 ―

(8) 未払金 2,952 2,952 ―

(9) 未払法人税等 600 600 ―

(10) 長期借入金（1年内返済含
む）

3,332 3,332 ―

負債計 26,878 26,878 ―

(11) デリバティブ取引（※）    

　①ヘッジ会計が適用されている
もの

20 2 17

　　　デリバティブ取引計 20 2 17

（※）　　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項
目については、（　　）で示しております。

 
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、 (2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

(4) 差入保証金
　　　　　一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債等の利回り等適切な利率で割り引いた現在価

値により算定しております。
(5) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

 
(6)買掛金、(7) 短期借入金、(8) 未払金、 (9) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
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(10) 長期借入金
　　　　　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大き

く異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によってお
ります。

(11) デリバティブ取引
　　　　　「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
 
（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
 
 

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

非上場株式 4

 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(5) 投
資有価証券」には含めておりません。
 
（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
 

 
１年以内
（百万円）

現金及び預金 5,640

受取手形及び売掛金 257

未収入金 5,108

 
 
（注）４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
 

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

長期借入金 2,094 1,238
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(有価証券関係)

前連結会計年度(平成22年３月31日)

　その他有価証券

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式 29 25 3

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式 130 136 △6

合　計 159 162 △2

 

当連結会計年度(平成23年３月31日)

　その他有価証券

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式 143 162 △18

合　計 143 162 △18
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(デリバティブ取引関係)

　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
 

(1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
　該当するものはありません。

 
(2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

 
　　　　① 通貨関連

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
(百万円)

 時価
(百万円)

当該時価の
算定方法うち１年超

為替予約等
の振当処理

為替予約取引
買建
　米ドル

買掛金 1,000 ― △10
先物為替相場に
よっている。

 
　　　　② 金利関連

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
(百万円)

 時価
(百万円)

当該時価の
算定方法うち１年超

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
　支払固定・
受取変動

長期借入金 2,200 1,400 △33

取引先金融機関
から提示された
価格等によって
いる。

 

　当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
 

(1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
　該当するものはありません。

 
(2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

 
　　　　① 通貨関連

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
(百万円)

 時価
(百万円)

当該時価の
算定方法うち１年超

為替予約等の
振当処理

為替予約取引
買建
米ドル

買掛金 1,025 ― 20
先物為替相場に
よっている。

 
　　　　② 金利関連

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契約額等
(百万円)

 時価
(百万円)

当該時価の
算定方法うち１年超

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引
　支払固定・
受取変動

長期借入金 1,400 600 △17

取引先金融機関
から提示された
価格等によって
いる。
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(退職給付関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、平成14年２月より確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

確定拠出年金への掛金支払額　　251百万円

 

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、平成14年２月より確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

確定拠出年金への掛金支払額　　258百万円
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数 取締役５名および従業員11名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　640,000

付与日 平成15年７月17日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成17年６月28日～平成25年６月26日

（注）平成16年５月20日と、平成18年４月１日において、１株を２株とする株式分割を実施しているため、ストック・オ

プション数及び権利行使価格は分割後の数値によっております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

権利確定前  

　期首(株) ―

　付与(株) ―

　失効(株) ―

　権利確定(株) ―

　未確定残(株) ―

権利確定後  

　期首(株) 514,400

　権利確定(株) ―

　権利行使(株) ―

　失効(株) ―

　未行使残(株) 514,400

（注）平成16年５月20日と、平成18年４月１日において、１株を２株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプショ

ン数及び権利行使価格は分割後の数値によっております。

 

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

権利行使価格(円) 826

行使時平均株価(円) 1,455

付与時における公正な評価単

価(円)

―

（注）平成16年５月20日と、平成18年４月１日において、１株を２株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプショ

ン数及び権利行使価格は分割後の数値によっております。
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数 取締役５名および従業員11名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　640,000

付与日 平成15年７月17日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成17年６月28日～平成25年６月26日

（注）平成16年５月20日と、平成18年４月１日において、１株を２株とする株式分割を実施しているため、ストック・オ

プション数及び権利行使価格は分割後の数値によっております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

権利確定前  

　期首(株) ―

　付与(株) ―

　失効(株) ―

　権利確定(株) ―

　未確定残(株) ―

権利確定後  

　期首(株) 514,400

　権利確定(株) ―

　権利行使(株) 62,800

　失効(株) ―

　未行使残(株) 451,600

（注）平成16年５月20日と、平成18年４月１日において、１株を２株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプショ

ン数及び権利行使価格は分割後の数値によっております。

 

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

権利行使価格(円) 826

行使時平均株価(円) 1,243

付与時における公正な評価単

価(円)

―

（注）平成16年５月20日と、平成18年４月１日において、１株を２株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプショ

ン数及び権利行使価格は分割後の数値によっております。
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(税効果会計関係)

 
前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

　　繰延税金資産

役員退職慰労引当金 37百万円

一括償却資産 37百万円

未払事業税 142百万円

賞与引当金 358百万円

減損損失 485百万円

商品評価損 396百万円

サンプル商品評価損 96百万円

その他 555百万円

繰延税金資産小計 2,110百万円

評価性引当額 △35百万円

繰延税金資産合計 2,075百万円

　　繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円

繰延ヘッジ損益 △8百万円

繰延税金負債合計 △10百万円

差引：繰延税金資産の純額 2,064百万円

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

　　繰延税金資産

役員退職慰労引当金 37百万円

一括償却資産 40百万円

未払事業税 69百万円

賞与引当金 492百万円

減損損失 421百万円

商品評価損 250百万円

サンプル商品評価損 81百万円

資産除去債務 276百万円

その他 252百万円

繰延税金資産小計 1,923百万円

評価性引当額 △35百万円

繰延税金資産合計 1,887百万円

　　繰延税金負債

繰延ヘッジ損益 △8百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △276百万円

繰延税金負債合計 △284百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,603百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　40.7％

　　　（調整）

　　交際費等永久に損金に算入されない項目　 0.5％

　　住民税均等割　　　　　　　　　　　　　 2.1％

　　のれん償却額　　　　　　　　　　　　　 3.4％

    評価性引当額　　　　　　　　　　　　　17.0％

　　その他　　　　　　　　　　　　　　　 △0.2％

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　63.5％
　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　40.7％

　　　（調整）

　　交際費等永久に損金に算入されない項目　 1.2％

　　住民税均等割　　　　　　　　　　　　　 1.4％

　　のれん償却額　　　　　　　　　　　　　 1.1％

    評価性引当額　　　　　　　　　　　　 △5.0％

　　その他　　　　　　　　　　　　　　　 △0.1％

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　39.3％
　

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 84/130



(資産除去債務関係)

当連結会計年度末（平成23年３月31日）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

　　不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から6～10年と見積り、割引率は0.255～1.395％を使用して資産除去債務の金額を計算しており

ます。

 

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

 

期首残高（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,694百万円

　　有形固定資産の取得に伴う増加額　　　　　　　　　　 225百万円

　　時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　　　　20百万円

　　資産除去債務の履行による減少額　　　　　　　　　　△71百万円

　　期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,867百万円

 

（注）当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用したことによ

る期首時点における残高であります。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

当連結グループは同一セグメントに属する紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・販売を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
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【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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【セグメント情報】

 

　　　　当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　　当社グループは衣料品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（追加情報）

　　　当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）及び「セ

グメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用して

おります。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　　　　当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　　　当社グループは衣料品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　　　　当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　　　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　　　　当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 89/130



【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　　　　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　　 該当事項はありません。
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 (１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 552.68円

１株当たり当期純利益 33.26円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―

１株当たり純資産額 478.39円

１株当たり当期純利益 97.02円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 96.65円

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益 　　  

当期純利益（百万円） 1,403 3,596

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,403 3,596

期中平均株式数（株） 42,208,050 37,074,729

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 142,704

（うち新株予約権） （―） （142,704）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定

に含まれなかった潜在株式の概要

 

自己株式取得方式によるストック・

オプション（株式の数514,400株）

 

新株予約権方式によるストック・オ

プション（新株予約権1,286個）

　　　　　　　　　　　  ―
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(重要な後発事象)

 

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　――――――

 

 

　　――――――

 

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 92/130



⑤ 【連結附属明細表】

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 2,240 12,800 0.83 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 2,176 2,094 1.89 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

3,332 1,238 1.68
平成24年４月２日

～
平成26年２月28日

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 7,748 16,132 ― ―

(注) １　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ考慮後の固定金利を適用して記載しております。

３　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 889 349 ― ―

 

【資産除去債務明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

 不動産賃貸借契約に

伴う原状回復義務
― 　　　　　　　1,939 　　　　　　　　 71 　　　　　　  1,867

（注）当期増加額には、適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用1,694百万円を含みます。
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(2) 【その他】

　　当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

 
第１四半期

(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

第２四半期
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

第３四半期
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

第４四半期
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高(百万円) 20,475 20,911 27,062 22,122

税金等調整前四半期

純利益金額又は税金

等調整前四半期純損

失(△)(百万円)

1,055 304 5,141 △574

四半期純利益金額又

は 四 半 期 純 損 失

(△)(百万円)

102 150 3,737 △394

１株当たり四半期純

利益金額又は１株当

たり四半期純損失

(△)(円)

2.43 3.57 96.14 △10.63
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２【財務諸表等】
　(1)【財務諸表】
　　①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,900 3,874

受取手形 1 1

売掛金 40 15

商品 15,921 14,895

貯蔵品 171 169

前渡金 16 10

前払費用 261 280

関係会社短期貸付金 1,450 1,700

繰延税金資産 2,160 1,069

未収入金 5,454 4,797

その他 99 61

貸倒引当金 △26 △25

流動資産合計 28,451 26,850

固定資産

有形固定資産

建物 9,013 11,380

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,986 △5,355

建物（純額） 5,026 6,024

構築物 18 21

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6 △8

構築物（純額） 11 13

工具、器具及び備品 2,679 3,005

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,805 △2,072

工具、器具及び備品（純額） 874 933

土地 569 569

建設仮勘定 535 25

有形固定資産合計 7,017 7,567

無形固定資産

地上権 1,183 1,183

商標権 20 11

ソフトウエア 684 592

電話加入権 19 19

その他 13 －

無形固定資産合計 1,921 1,808

投資その他の資産

投資有価証券 163 147

関係会社株式 2,200 2,200

長期前払費用 431 456

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 95/130



(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

繰延税金資産 476 429

差入保証金 5,752 5,743

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 9,020 8,971

固定資産合計 17,959 18,347

資産合計 46,410 45,197

負債の部

流動負債

買掛金 6,951 6,681

短期借入金 800 12,500

1年内返済予定の長期借入金 2,176 2,094

未払金 2,718 2,819

未払費用 46 53

未払法人税等 1,668 500

前受金 13 24

預り金 166 193

前受収益 － 1

賞与引当金 1,428 1,188

役員賞与引当金 － 60

債務保証損失引当金 1,736 －

資産除去債務 － 76

未払消費税等 450 171

その他 32 －

流動負債合計 18,188 26,365

固定負債

長期借入金 3,332 1,238

役員退職慰労引当金 87 87

資産除去債務 － 1,604

その他 6 7

固定負債合計 3,425 2,937

負債合計 21,614 29,302

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 96/130



(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,030 3,030

資本剰余金

資本準備金 4,095 4,095

資本剰余金合計 4,095 4,095

利益剰余金

利益準備金 31 31

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 18,557 20,275

利益剰余金合計 18,588 20,306

自己株式 △909 △11,537

株主資本合計 24,804 15,893

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 △11

繰延ヘッジ損益 △6 12

評価・換算差額等合計 △7 0

純資産合計 24,796 15,894

負債純資産合計 46,410 45,197
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　　②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 78,657 85,090

売上原価

商品期首たな卸高 17,624 15,921

当期商品仕入高 36,946 39,809

合計 54,570 55,730

商品他勘定振替高 ※1
 411

※1
 471

商品期末たな卸高 ※2
 15,921

※2
 14,895

売上原価合計 38,238 40,364

売上総利益 40,419 44,726

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,645 1,677

広告宣伝費 774 1,577

販売促進費 241 245

役員報酬 194 222

給料及び手当 8,621 8,959

賞与 887 983

賞与引当金繰入額 1,428 1,188

役員賞与引当金繰入額 － 60

退職給付費用 243 250

福利厚生費 1,392 1,488

旅費及び交通費 254 345

業務委託費 2,613 2,798

賃借料 9,971 10,658

消耗品費 473 720

修繕維持費 933 1,057

減価償却費 1,039 1,204

支払手数料 1,445 1,540

貸倒引当金繰入額 4 1

雑費 2,460 2,618

販売費及び一般管理費合計 34,627 37,599

営業利益 5,792 7,126

営業外収益

受取利息 7 9

受取配当金 － 4

受取賃貸料 9 15

為替差益 31 24

仕入割引 33 36

関係会社業務受託料 71 62

雑収入 ※3
 153

※3
 85

営業外収益合計 307 238

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

 98/130



(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

営業外費用

支払利息 133 146

賃貸費用 6 11

支払手数料 1 118

雑損失 14 27

営業外費用合計 156 304

経常利益 5,943 7,061

特別利益

主要株主株式短期売買利益返還益 138 －

固定資産売却益 － ※4
 3

移転補償金 － 19

特別利益合計 138 23

特別損失

固定資産除却損 ※5
 117

※5
 62

減損損失 ※6
 530

※6
 388

関係会社株式評価損 100 －

債務保証損失引当金繰入額 1,736 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 870

その他 － 27

特別損失合計 2,485 1,348

税引前当期純利益 3,596 5,735

法人税、住民税及び事業税 2,484 1,682

法人税等調整額 △898 1,132

法人税等合計 1,585 2,815

当期純利益 2,011 2,919
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　　③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,030 3,030

当期末残高 3,030 3,030

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,095 4,095

当期末残高 4,095 4,095

資本剰余金合計

前期末残高 4,095 4,095

当期末残高 4,095 4,095

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 31 31

当期末残高 31 31

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 17,601 18,557

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 2,011 2,919

自己株式の処分 － △19

当期変動額合計 956 1,717

当期末残高 18,557 20,275

利益剰余金合計

前期末残高 17,632 18,588

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 2,011 2,919

自己株式の処分 － △19

当期変動額合計 956 1,717

当期末残高 18,588 20,306

自己株式

前期末残高 △909 △909

当期変動額

自己株式の取得 △0 △10,700

自己株式の処分 － 71

当期変動額合計 △0 △10,628

当期末残高 △909 △11,537
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 23,848 24,804

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 2,011 2,919

自己株式の取得 △0 △10,700

自己株式の処分 － 51

当期変動額合計 956 △8,910

当期末残高 24,804 15,893

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △1

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 △9

当期変動額合計 △1 △9

当期末残高 △1 △11

繰延ヘッジ損益

前期末残高 17 △6

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△23 18

当期変動額合計 △23 18

当期末残高 △6 12

評価・換算差額等合計

前期末残高 17 △7

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△25 8

当期変動額合計 △25 8

当期末残高 △7 0

純資産合計

前期末残高 23,865 24,796

当期変動額

剰余金の配当 △1,055 △1,181

当期純利益 2,011 2,919

自己株式の取得 △0 △10,700

自己株式の処分 － 51

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 8

当期変動額合計 930 △8,901

当期末残高 24,796 15,894
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【重要な会計方針】

項目
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　有価証券の評価基準およ

び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　同　左

 (2) その他有価証券

　 　 時価のあるもの

　　　　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により

算定）

(2) その他有価証券

　 　 時価のあるもの

　　　　　　　同　左

 時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

時価のないもの

　　　　　　　同　左

２　デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評

価方法

時価法 同　左

３　たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

(1) 商品

総平均法

評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

(1) 商品

同　左

 (2) 貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 貯蔵品

同　左

４　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　・リース資産以外の有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　 旧定額法によっております。

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　 定額法によっております。

 

建物以外

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　 旧定率法によっております。

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　 定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　３～39年

構築物　　　７～30年

器具備品　　２～20年

(1) 有形固定資産

　・リース資産以外の有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　 同　左

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　 同　左

 

建物以外

a　平成19年３月31日以前に取得し

たもの

　 同　左

b　平成19年４月１日以降に取得し

たもの

　 同　左

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　３～39年

構築物　　　７～30年

器具備品　　２～20年
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項目
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年)による定額法を採用しておりま

す。

(2) 無形固定資産

同　左

 (3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

同　左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同　左

 (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、

支給対象期間に対応した支給見積相

当額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同　左

 (3) 役員賞与引当金

―――――

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に充てるため、支給

対象期間に対応した支給見積相当額

を計上しております。

 (4) 債務保証損失引当金

　　関係会社への債務保証に係る損失に

備えるため、当該関係会社の財政状

態等を勘案し、損失負担見積額を計

上しております。

(4) 債務保証損失引当金

　　　　　　―――――

 (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に充てるた

め、当社内規に基づく期末要支給見積

額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

　　　　　 同　左

 　　なお、平成19年６月25日開催の第18

回定時株主総会において退職慰労金

制度の廃止及び同日までの在任期間

に対する退職慰労金を各取締役それ

ぞれの退任の際に支給されることが

決議されたことにより、同日以降の

役員退職慰労引当金計上を行ってお

りません。

 

６　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理によって

おります。また、振当処理の要件を満

たしている為替予約については、振

当処理によっております。

(1) ヘッジ会計の方法

同　左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

通常の営業過程で生じる輸入取引

の為替リスクを軽減させるために、

通貨関連のデリバティブ取引を、資

金の調達に係る金利変動リスクを軽

減させるために、金利関連のデリバ

ティブ取引を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　同　左
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項目
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

 (3) ヘッジ方針

基本的に実需の範囲内において、

為替変動のリスクのある債権債務の

リスクヘッジを目的とする場合、及

び金利変動のリスク負担の適正化を

目的化する場合のみデリバティブ取

引を行っており、投機目的のための

デリバティブ取引は行わない方針で

あります。

(3) ヘッジ方針

　　　　　同　左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段が重要な

条件が同一であることから、為替相

場の変動によるキャッシュ・フロー

の変動を完全に相殺するものと想定

されるため、有効性の評価は省略し

ております。また、金利スワップの特

例処理の要件を満たすものについて

も、有効性の評価は省略しておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　同　左

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同　左
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【会計方針の変更】

 

第21期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

（資産除去債務に関する会計基準等）

　　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　　これにより、当事業年度の営業利益、経常利益は155百

万円、税引前当期純利益は、1,026百万円それぞれ減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資

産除去債務の変動額は1,543百万円であります。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

 
第21期

（平成22年３月31日現在）
第22期

（平成23年３月31日現在）

　　　　　　　　　 ――――――

 

――――――

 

(損益計算書関係)

 
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※１　他勘定振替高は仕入商品を販売促進費・雑費等に

振替えたものであります。

※１　他勘定振替高は仕入商品を販売促進費・雑費等に

振替えたものであります。

  

※２　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

※２　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 売上原価 △390百万円  売上原価 △345百万円

売上原価の算定過程に含まれる期末棚卸高は、

収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚

卸資産評価損(洗替え法による戻入額相殺後の額)

が売上原価に含まれております。

売上原価の算定過程に含まれる期末棚卸高は、

収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚

卸資産評価損(洗替え法による戻入額相殺後の額)

が売上原価に含まれております。

  

※３　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

※３　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

 雑収入 76百万円  雑収入 64百万円

  

 ※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

―――――――  工具、器具及び備品 0百万円

  商標権 3百万円

  合計 3百万円

  

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 器具備品 3百万円  建物 2百万円

 ソフトウェア 0百万円  器具備品 5百万円

 建設仮勘定 0百万円  ソフトウェア 1百万円

 撤去費用 113百万円  長期前払費用 0百万円

 合計 117百万円  撤去費用 51百万円

    合計 62百万円
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 第21期
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※６　減損損失

当期において、当社は以下の資産グループについて
減損損失を計上しております。

 

用途 種類 場所

営業店舗
16店舗
事務所設備

建物
その他

東京都他

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と
して主として店舗を基本単位としてグルーピングして
おります。営業活動から生ずる損益が継続してマイナ
スである資産グループ、市場価額が著しく下落してい
る資産グループ及び移転等により既存の投資回収が困
難になった資産グループの帳簿価額を回収可能額まで
減額し、当該減少額を減損損失（530百万円）として特
別損失に計上いたしました。その内訳は建物443百万
円、その他87百万円であります。

　　　なお、回収可能額の算定については使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額
がマイナスであるため、回収可能価額は零と算定して
おります。

 

※６　減損損失

当期において、当社は以下の資産グループについて
減損損失を計上しております。

 

用途 種類 場所

営業店舗
20店舗
事務所設備

建物
その他

東京都他

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と
して主として店舗を基本単位としてグルーピングして
おります。営業活動から生ずる損益が継続してマイナ
スである資産グループ、市場価額が著しく下落してい
る資産グループ及び移転等により既存の投資回収が困
難になった資産グループの帳簿価額を回収可能額まで
減額し、当該減少額を減損損失（388百万円）として特
別損失に計上いたしました。その内訳は建物331百万
円、その他57百万円であります。

　　　なお、回収可能額の算定については使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額
がマイナスであるため、回収可能価額は零と算定して
おります。

 

 

 (株主資本等変動計算書関係)

第21期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 591,871 99 ― 591,970

 
　　（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　  　　　　　99株

 

第22期(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 591,970 10,700,010 62,800 11,229,180

 
　　（増加事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　  　　　　　　10株

平成22年８月30日の取締役会決議による取得による増加　  　　10,700,000株

（減少事由の概要）

新株予約権の行使による減少　　　　　　　　　　　　　  　　　　62,800株
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(リース取引関係)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

器具備品 129 107 21

合計 129 107 21

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

器具備品 ― ― ―

合計 ― ― ―

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 21百万円

１年超 ―

合計 21百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 ―

１年超 ―

合計 ―

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 66百万円

減価償却費相当額 64百万円

支払利息相当額 1百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払利息相当額 0百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同　左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同　左

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

有価証券報告書

108/130



(有価証券関係)

第21期(平成22年３月31日現在)

（追加情報）

　　　　　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開

示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。

　　　　

　　　　（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分　　　　　　　貸借対照表計上額

　　　　　　（1）子会社株式　　　　　　　　　2,200

　　　　　上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

 

第22期(平成23年３月31日現在)

　　　　子会社株式で時価のあるものはありません。

　　　　（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分　　　　　　　貸借対照表計上額

　　　　　　（1）子会社株式　　　　　　　　　2,200

　　　　　上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
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(税効果会計関係)

 
第21期

(平成22年３月31日現在)
第22期

(平成23年３月31日現在)

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 35百万円

一括償却資産 37百万円

未払事業税 137百万円

賞与引当金 347百万円

減損損失 464百万円

商品評価損 361百万円

サンプル商品評価損 96百万円

債務保証損失引当金 706百万円

その他 495百万円

繰延税金資産小計 2,683百万円

　評価性引当額 △35百万円

繰延税金資産合計 2,647百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1百万円

繰延ヘッジ損益 △8百万円

繰延税金負債合計 △10百万円

差引：繰延税金資産の純額 2,637百万円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　40.7％

　　　（調整）

　　交際費等永久に損金に算入されない項目　 0.5％

　　住民税均等割　　　　　　　　　　　　　 2.0％

　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　 1.0％

　　その他　　　　　　　　　　　　　　　 △0.1％

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　44.1％

 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 35百万円

一括償却資産 40百万円

未払事業税 52百万円

賞与引当金 483百万円

減損損失 410百万円

商品評価損 229百万円

サンプル商品評価損 81百万円

資産除去債務 269百万円

その他 208百万円

繰延税金資産小計 1,812百万円

　評価性引当額 △35百万円

繰延税金資産合計 1,776百万円

繰延税金負債

繰延ヘッジ損益 △8百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △269百万円

繰延税金負債合計 △278百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,498百万円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　 40.7％

　　　（調整）

　　交際費等永久に損金に算入されない項目　 1.3％

　　住民税均等割　　　　　　　　　　　　　 1.3％

　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　 5.9％

　　その他　　　　　　　　　　　　　　　 △0.1％

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　49.1％
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(資産除去債務関係)

当事業年度末（平成23年３月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

　　不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.920～1.395％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。

 

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

 

期首残高（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,543百万円

　　有形固定資産の取得に伴う増加額　　　　　　　　　　 189百万円

　　時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　　　　19百万円

　　資産除去債務の履行による減少額　　　　　　　　　　△70百万円

　　期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,681百万円

 

（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用したことによる期首時点におけ

る残高であります。
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（１株当たり情報）

 
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 587.48円 １株当たり純資産額 503.46円

１株当たり当期純利益 47.65円 １株当たり当期純利益 78.74円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
― 円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
78.44円

  

（注）１．第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

２．１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 2,011 2,919

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,011 2,919

期中平均株式数（株） 42,208,050 37,074,729

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 142,704

（うち新株予約権） （―） （142,704）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

 

自己株式取得方式によるストック・

オプション（株式の数514,400株）

 

新株予約権方式によるストック・オ

プション（新株予約権1,286個）

　　　　　　　　　　  ―
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(重要な後発事象)

 
第21期

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

第22期
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　――――――

 

 

　　　　　　　　　　――――――
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を

省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産        

建物 9,013 3,012 644 11,380 5,355
1,137

(331)
6,024

　構築物 18 3 ― 21 8 1 13

　工具器具及び備品 2,679 490 163 3,005 2,072
419

(19)
933

　土地 569 ― ― 569 ― ― 569

　建設仮勘定 535 1,998 2,507 25 ― ― 25

有形固定資産計 12,8155,504 3,31515,003 7,436
1,558

(350)
7,567

無形固定資産        

　地上権 1,183 ― ― 1,183 ― ― 1,183

　商標権 32 1 10 23 11 3 11

　ソフトウェア 1,736 198
23

(11)
1,911 1,318 278 592

　電話加入権 19 ― ― 19 ― ― 19

その他 13 74 87 ― ― ― ―

無形固定資産計 2,985 274
121

(11)
3,138 1,330 281 1,808

長期前払費用 769 136
89

(27)
817 360 74 456

（注）１　「当期償却額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２　期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

３　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

　建物　CH銀座店334百万円、池袋店131百万円、原宿ウィメンズ館91百万円、GLR二子玉川店65百万円

　　　　　　　 GLR豊洲店52百万円、GLRたまプラーザ店51百万円、GLR博多店51百万円

　　 器具備品　CH銀座店226百万円、池袋店35百万円、CH大阪店24百万円、原宿ウィメンズ館15百万円

　　　　　　　 B&Yユナイテッドアローズ博多店13百万円、B&Yユナイテッドアローズ吉祥寺店12百万円

ソフトウェア  基幹システム（U-NABI、ESCORT他）関連135百万円、社内イントラ関連28百万円

４　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

　建物　原宿ウィメンズ館111百万円、B&Y心斎橋アネックス店78百万円、池袋店74百万円、GLR品川店40百万円

　　なお、「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
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【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 31 1 ― 2 30

賞与引当金 1,428 1,188 1,428 ― 1,188

役員賞与引当金 ― 60 ― ― 60

債務保証損失引当金 1,736 ― 1,736 ― ―

役員退職慰労引当金 87 ― ― ― 87

（注）当期減少額のうち目的使用以外の取崩し

貸倒引当金：当期減少額のその他 2百万円は債権回収による取崩額 2百万円であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①資産の部

イ．現金及び預金

区分 金額(百万円)

現金 127

預金  

普通預金 3,730

別段預金 17

小計 3,747

合計 3,874

 

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

（株）山石 1

合計 1

 

期日別内訳

期日 金額(百万円)

平成23年４月満期 0

平成23年５月満期 0

平成23年６月満期 0

平成23年７月満期 0

平成23年８月満期 0

合計 1
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ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

ARコーポレーション（株） 2

（有）プロパー 1

（株）城越商店 1

（株）ひつじ屋 1

（株）インターナカツ 1

その他 6

合計 15

 

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

前期繰越高
(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
 (Ａ)＋(Ｄ) 
 ２  

 (Ｂ)  
 365  

40 356 381 15 96.0 28

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
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ニ．商品
 

区分 金額(百万円)

メンズ 5,775

ウイメンズ 6,666

シルバー＆レザー 2,109

その他 344

合計 14,895

 

ホ．貯蔵品
 

区分 金額(百万円)

原反 146

その他 23

合計 169

 

ヘ．未収入金

 

相手先 金額(百万円)

（株）ルミネ 611

（株）東京クレジットサービス 451

（株）スタートトゥデイ 440

（株）三越 340

（株）パルコ 334

その他 2,619

合計 4,797

 

ト．関係会社株式

 

相手先 金額(百万円)

（株）フィーゴ 2,100

（株）コーエン 100

合計 2,200
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チ．差入保証金

 

区分 金額(百万円)

店舗賃借保証金・敷金 4,843

その他 900

合計 5,743
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②　負債の部

イ．買掛金

 

相手先 金額(百万円)

みずほファクター（株） 1,268

三井物産インターファッション（株） 776

三菱商事ファッション（株） 453

クロムハーツジャパン（有） 383

伊藤忠商事（株） 346

その他 3,452

合計 6,681

 

ロ．短期借入金

 

相手先 金額(百万円)

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 11,300

（株）三井住友銀行 800

（株）みずほ銀行 200

（株）千葉銀行 100

住友信託銀行（株） 100

合計 12,500

 

ハ．１年以内返済予定の長期借入金

 

相手先 金額(百万円)

（株）三井住友銀行 700

（株）みずほ銀行 471

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 123

　シンジケートローン 800

合計 2,094

(注)シンジケートローンは、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を幹事とする８社の協調融資によるものであります。
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ニ．未払金

 

相手先 金額(百万円)

（株）ＴＢＷＡ　ＨＡＫＵＨＯＤＯ 280

 浪速運送（株） 133

伊澤（株） 127

日本ＮＣＲ（株） 115

(株）丹青社 96

その他 2,066

合計 2,819

 

ホ．長期借入金

 

区分 金額(百万円)

（株）三井住友銀行 200

（株）みずほ銀行 225

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 213

シンジケートローン 600

合計 1,238

(注)シンジケートローンは、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を幹事とする８社の協調融資によるものであります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告によることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであ
ります。

（ホームページアドレス　http://www.united-arrows.co.jp/ir/koukoku.html）

株主に対する特典

(1)贈呈基準
　毎年3月31日を権利確定日として株主名簿に記載された株主が所有する株式数に応
じ、以下のとおりに15％割引の優待割引券を贈呈する。
100株以上保有の株主に対し   ２枚
200株以上保有の株主に対し   ４枚
500株以上保有の株主に対し   ６枚
1,000株以上保有の株主に対し 10枚
(2)利用方法
　・１回の利用につき１枚、店頭での支払い時のみ利用可。
・店頭販売価格26万２千５百円（税込み）を利用上限金額とし、15％の割引とす
る。
・株主優待券２枚同時利用により、利用上限金額を税込52万５千円（本体50万円）
とすることが可能。
・店頭販売単価が税込26万２千５百円（本体25万円）、２枚同時利用時は52万5千
円（本体50万円）を超える商品は、対象除外。
・複数点の購入により利用上限金額を超える場合は、限度額内の点数まで適用。
・当社発行のハウスカードのポイントサービスとの併用は可能。
・現金、クレジットカード、ギフトカード等支払い方法は不問。
以下の場合は利用不可。
・店頭セール品、催事販売品、およびアウトレット店舗取り扱い全商品
・「ユナイテッドアローズ オンラインストア」等の通販では利用不可
・お直し代、ギフトボックス、ギフトカード、配送代等商品以外のもの

(3)有効期限
優待割引券到着日～翌年６月30日まで

(4)取扱店舗
　株式会社ユナイテッドアローズが運営する「ユナイテッドアローズ」、「ビュー
ティ＆ユース ユナイテッドアローズ」、「ＵＡレーベルイメージストア」、「グリー
ンレーベル リラクシング」、「クロムハーツ」、「Ｓ．Ｂ．Ｕ.」、「ＵＡラボ」の全
店舗、株式会社コーエンが運営する「コーエン」の全店舗、株式会社ペレニアルユナ
イテッドアローズが運営する「フランクウィーンセンス」の一部店舗。

 
(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

　　　　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1)　有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

　事業年度　第21期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）平成22年６月28日に関東財務局長に提出
 

(2)　内部統制報告書

　事業年度　第21期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）平成22年６月28日に関東財務局長に提出

 

(3)　四半期報告書、四半期報告書の確認書

　第22期第１四半期（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）平成22年８月12日に関東財務局長に提出

第22期第２四半期（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）平成22年11月11日に関東財務局長に提出

第22期第３四半期（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）平成23年２月10日に関東財務局長に提出
 
(4)　臨時報告書

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づく臨時報告書を平成22年６月29日に関東財
務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書を平成22年10
月７日に関東財務局長に提出
 
(5)　自己株券買付状況報告書

　報告期間　自　平成22年８月１日　至　８月31日　　平成22年９月14日に関東財務局に提出

報告期間　自　平成22年９月１日　至　９月30日　　平成22年10月14日に関東財務局に提出

報告期間　自　平成22年10月１日　至　10月31日　　平成22年11月15日に関東財務局に提出

報告期間　自　平成22年11月１日　至　11月30日　　平成22年12月13日に関東財務局に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

平成２２年６月２５日

 

株式会社　ユナイテッドアローズ  

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中川正行 印

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中塚　亨 印

 

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ユナイテッドアローズの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会

計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ユナイテッドアローズ及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユナイ

テッドアローズの平成２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統

制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場か

ら内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の

記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して

内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務

報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内

部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ユナイテッドアローズが平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効

であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書

提出会社)が別途保管しております。

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

平成２３年６月２３日

 

株式会社ユナイテッドアローズ  

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中川正行 印

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中塚　亨 印

 

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社ユナイテッドアローズの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会

計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動

計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ユナイテッドアローズ及び連結子会社の平成２３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

 

追記情報

　会計方針の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユナイ

テッドアローズの平成２３年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統

制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場か

ら内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の

記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して

内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務

報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内

部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社ユナイテッドアローズが平成２３年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効

であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部

統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書

提出会社)が別途保管しております。

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成２２年６月２５日

 

株式会社　ユナイテッドアローズ  

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中川正行 印

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中塚　亨 印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社ユナイテッドアローズの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第２１期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ユナイテッドアローズの平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書

提出会社)が別途保管しております。

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成２３年６月２３日

 

株式会社ユナイテッドアローズ  

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中川正行 印

 指定有限責任社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中塚　亨 印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社ユナイテッドアローズの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第２２期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ユナイテッドアローズの平成２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に

関する会計基準の適用指針」を適用している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) １  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書
提出会社)が別途保管しております。
２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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